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Ⅰ熊本大学国際化推進機構の現況及び特徴  

1 現況  

（１） 学部等名：熊本大学国際化推進機構  

（２） 構成員：国際化推進機構の構成員は、機構長（学長が兼務）、副機構長（国際交流

担当副学長が兼務）、教育･学生支援担当の理事、研究･社会連携担当の理事、財務･

施設担当の理事である。学生数（現員数）０人、専任教員数（現員数）０人、専任

職員数（現員数０人 

 

2 特徴  

グローバル化社会の進展、少子高齢化、知識基盤社会における大学の役割と責任、国の

施策･計画等の環境を取り巻く様々な変化の中で、大学の国際化が必要不可欠であるとの

認識の下、本学においては平成 19 年６月より全学の国際化推進のための仕組みに関する

学内の意見交換が本格的に開始された。一方で、平成 20 年に日本政府は「留学生 30 万人

計画」を発表し、それに前後する形で「大学国際戦略本部強化事業（ SIH）」、「国際化拠点

整備事業（グローバル 30）」等の様々なプロジェクトの展開が始まっており、こうした政

府の取組も踏まえ、大学の国際競争力が問われていく状況が避けられない社会情勢におい

て自主的に全学の国際化推進計画を立てるために、具体策として学内に「国際化推進検討

WG」が設置された。 

この WG の活動過程において、本学の国際化の現状とそれに対する国際化推進の目的、方

法及び効果等についての考え方が共有されるとともに、国際化戦略に関する課題の抽出･

分析、基本方針及びそれに基づく諸方策の立案、留学生センターの改組も含めた国際化推

進のための組織基盤の構築等についての検討が行われた（資料Ａ－２－１）。その後、平成

20 年 10 月 23 日の教育研究評議会において、「全学の国際化推進のための仕組みについて」

WG が策定したポリシー、戦略等の内容が提案･承認され、諸規則も整備された。そして、

平成 21 年１月１日、国際化推進機構とそのコア施設としての国際化推進センターが正式

に設置され、教職員が連携し、部局と大学本部が一体的に国際化戦略を推進するための体

制が構築されることとなった。  

 

（資料Ａ－２－１） 全学の国際化推進の仕組みについて  
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（出典：H20.10.23 教育研究評議会資料  全学の国際化推進の仕組みについて（案）） 
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以上が、国際化推進機構及び国際化推進センター設置の経緯である。国際化推進機構の

組織的な特徴は、学長を機構長とすることで、国際化を全学横断的に進めるために学長が

リーダーシップを発揮できるような仕組みとして整備されたことである。この機構の枠組

みの中で、学長のトップ判断を補佐する戦略企画部門としての国際戦略室が新設され、同

時にそれまで日本語教育と留学生指導のみを担当する独立センターであった留学生センタ

ーを拡大的に改組し多機能化するとともに、国際化推進機構の副機構長である国際交流担

当副学長がセンター長を兼務し、センターを国際化推進機構に直属させる形態をとること

で、大学の方針や戦略を一層迅速且つ機動的に現場の施策や取組に反映できる組織編成と

なった（資料Ａ－２－２）。 

 

（資料Ａ－２－２） 国際化推進機構の構成概略図（設置時） 

 
（出典：H20.10.23 教育研究評議会資料  全学の国際化推進の仕組みについて（案）） 

 

3 組織の目的  

国際化推進機構の目的は、平成 20 年 11 月 27 日に制定された熊本大学国際化推進機構

規則において規定されている（資料Ａ－３－１）。具体的な活動目標としては、国際化推進

に関する前掲の基本ポリシーと４つの戦略を着実に実行していくことであり、そのための

組織的意思決定を的確に行い、現場の具体方策につなげる指令･監督機能を果たすことが

ミッションである。これらの国際化戦略は、第二期中期目標･中期計画（平成 22～27 年度）

の策定に当たって発展的に練り直されることとなり、その到達目標と実行計画をもとに「熊

本大学アクションプラン 2010」がとりまとめられた。「地域に根ざし、グローバルに展開

する未来志向の研究拠点大学」を志向する同プランにおいて、国際化の推進は「学長の４

つの約束」に改めて盛り込まれる形となっている（資料Ａ－３－２）。これらの新たな指針

に従って、国際化推進機構は、本学が高等教育のグローバル化を取り巻く目まぐるしい環

境変化に対応しながら絶え間なく生まれる新たな課題を地道に解決し、将来に向けて大学

全体をリードしていく役割が重要である。 

 

（資料Ａ－３－１） 国際化推進機構の設置目的・業務・組織等 
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（出典：熊本大学国際化推進機構規則） 

 

（資料Ａ－３－２）「熊本大学アクションプラン 2010」学長の 4 つの約束  

 

（出典：熊本大学アクションプラン 2010） 

 

また、国際化推進機構及び国際化推進センター設置を機に、本学は国際化の推進を加速

的に進めるために、平成 21 年度より特別経費（プロジェクト分 :「国際的に卓越した教育

研究拠点機能の充実」分野）の措置を受け、国際的な大学であることの評価を世界レベル

で確実に得ていくために、可視化できる国際化の実績づくりに努力してきた（グローバル
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なアカデミック･ハブ事業（略称）＝平成 21～23 年度、INSPIRE 事業（略称）＝平成 24～

26 年度）。以下の事業は、平成 21 年度から 23 年度の間に取り組んだ中心的な国際化施策

である（資料Ａ－３－３）。 

 

（資料Ａ－３－３）大学の国際化と国際化推進機構の活動について  
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（出典：H24.3.30 国際化推進機構第１回アドバイザリー委員会ＰＰＴ説明資料） 

 

平成 21 年度は、グローバル人材が集う、文字通り「ハブ（拠点）」となるための国際的
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な大学環境のための基盤整備に注力したが、それ以降、平成 22 年度からは、それまでの環

境整備が支え、学生交流と研究者交流の飛躍的な向上と、それに向けた教育の国際通用性

と研究のグローバルな先端性を高めていく活動を展開し、持続的に着実な成果を上げてい

る。また本評価期間の後半、特に平成 25 年度は、「熊本大学アクションプラン 2010」の計

画実行の底上げのために新たに多面的な取組を集中的に実施し、26 年度以降への追加的な

成果も確実なものにしている。 

このような不断の取組により、本学が教育力と研究力で我が国を牽引する真のグローバ

ル大学として発展するとともに、内外においてその地位を堅持できることに今後も貢献し

なくてはならない。  
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Ⅱ 社会貢献の領域に関する自己評価書  
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１． 社会貢献の目的と特徴  

地方中核都市に位置する国立大学として、地域における知の拠点としての中枢機能を果

たしながら、国際的な社会貢献の観点からの活動を担うことも本学の大きな使命であり、

全学の社会貢献の方針は、「熊本大学アクションプラン 2010」における「学長の４つの約

束」の一つとして具体的に掲げられている（資料Ｃ－０－１参照）。 

 

（資料Ｃ－０－１）「熊本大学アクションプラン 2010」学長の 4 つの約束（抜粋）  

3 社会貢献の推進 

主なプラン［取り組み］ 

⒈ 大学の資源である特許などの知的財産をデータベース化して、Web ページで公開し

ます。 

⒉国内外の研究機関などとのネットワークを一層強化し、産学官の連携を組織的に進め

ます。 

⒊地域のさまざまな問題を解決するために、県や市町村と協力して地域づくりへの提言

や、自治体職員等を受け入れて人材の育成を行います。  

⒋ 県内 14 の大学や高等専門学校で構成する「高等教育コンソ－シアム熊本」の活動に

積極的に参加し、その活性化に貢献します。  

⒌五高記念館などの貴重建物群の活用、図書館所蔵の貴重資料や永青文庫の公開、授業  

開放や公開講座など地域に貢献する取り組みを推進します。  

 

（出典：熊本大学アクションプラン 2010） 

 

この目的に沿って、国際化推進機構は、第二期中期目標･中期計画において、広く国際的

な社会貢献に寄与する意味で、国境を越えた高等教育の発展と人材育成への貢献と、地域

貢献の視点から、留学生と地域社会との共生と、就職促進や産業･観光の発展を目的とした

地元の経済界と大学との国際交流の活発化などを目指すことを掲げている。 

本学の国際的な社会貢献は、教育研究力の国際性と先端性の高さを生かせる事が強みで

あり、特徴的な取組として、独立行政法人国際協力機構（ JICA）の運営する総合的な政府

開発援助（ODA）で、東南アジア地域を中心とする多くの事業に応募し、実施･運営にわた

って支援を行うという方針を出していることが挙げられる。また、社会貢献に向けた取組

の一つとして、unicef（熊本ユニセフ協会）が実施している事業「アフリカの子どもの日  

in Kumamoto」への協力などがあり、若者を中心とした草の根的な国際交流活動への関与も

積極的に行っている。  

一方、地域貢献については、熊本県の留学生数を九州上位に位置するまで増やし、地域

の国際交流活動が底上げされることで、本学のみならず県内他大学･教育機関の国際的な

教育研究交流が活発化し、ひいては地域の産業や観光等の経済活動の国際的な発展･成長

につながる貢献をすることが目的である。中でも特徴的な取組としては、熊本県知事、熊

本市長、熊本県経済界のリーダー及び本学学長で構成され、地域の優先課題への対応とそ

の戦略検討を行う「くまもと都市戦略会議」に参画していることである。地域活動のエン

ジンとしての「くまもと都市戦略会議」に大学全体が関わりながら、とりわけ国際交流に

関連する活動への参画に関して、国際化推進機構は積極的な関与の方針を打ち出している。

また同時に、本学が会長校である一般社団法人大学コンソーシアム熊本（以下「大学コン

ソーシアム熊本」）による留学生向けの就職説明会、留学生インターンシップ等の活動や、

本学が事務局校を務め県内の高等教育機関や各種国際交流団体で組織される「熊本留学生

交流推進会議」が手がける事業にも全面的に参加している。 

 

（資料Ｃ－２－２－１－２）大学の地域国際交流に関係する各機関･団体の概要 
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（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 

 

このように、国際協力事業への多面的な参画によって国際開発とグローバルな人材育成

に広く資するとともに、地域国際交流の発展の鍵となる諸団体の取組に本学が中心的に関

わることで、熊本地域に留学生をはじめとした多くの外国人が滞在し、多文化色豊かなグ

ローバルコミュニティの創成に資することが、国際化の視点からみた社会貢献への国際化

推進機構の役割と言える。 

 

［想定する関係者とその期待］  

国際化推進機構の社会貢献において想定する関係者は、極めて広い範囲に及ぶ。海外で

は、本学が展開する多彩な国際協力･国際開発事業に関わった、学生を含む関係者、また上

海熊本事務所を主とした海外オフィスの活動を通じて、広義の人材交流や経済･文化交流

に関わる関係者などが挙げられる。また、地域貢献については、国際交流に関わるすべて

の政財界関係者、県民、市民、そして学校･教育関係者等がステークホルダーとなる。  

こうした関係者にとっての期待は、国際化推進に向けての内外の様々なアプローチにおい

て、本学ならではの強みや実績が生かされることで社会へ還元されることである。その結

果として、国際都市･地域としての熊本のプレゼンスが、地域をあげた国際交流の多層的な

展開によって向上することが、重要な目標である。 

 

２． 優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】  

国際的な社会貢献としては、本学は JICA の大型事業として初めて、平成 18 年度に「ス

ラバヤ工科大学情報技術高等人材育成計画プロジェクト」を受注したが、その後、国際化

推進機構が主導して大学をあげた支援体制を整えたことで、これらの国際協力事業への参

画が大幅に増加し、大学の教育研究の枠を越えて国際貢献に大きく寄与していると言うこ

とができる。 

地域貢献では、「くまもと都市戦略会議」の活動は、形態的に全国でも非常にユニークな

取組であるが、学長がこれを積極的に推進することで、前述の上海熊本事務所の設置や、

熊本市による市営住宅の留学生への一部提供など、世界と熊本をつなぐ大きな成果を上げ

ている。また、平成４年発足の「熊本留学生交流推進会議」の諸事業は拡充を続けており、

平成 18 年に「高等教育コンソーシアム熊本」として設立され、平成 25 年に法人化された
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大学コンソーシアム熊本の国際交流部会（現、産学連携部会）の活動が新たな展開を加え

ているが、これらの実績は、国際化推進機構が主導し、本学が県内他大学･他機関を牽引し

て実現している意味から、社会貢献としての成果は大変優れている。 

 

【改善を要する点】  

社会貢献を拡大的に捉えれば、これまでの取組に加えて更に広範な展開が考えられ、そ

うした期待もあるところだが、やはり本学の人的対応力には限りがある状況から、多岐に

渡る社会貢献活動の今後のニーズや見通しと方針を大学として明確にしていく必要がある。 

 

３． 観点ごとの分析及び判定  

 

分析項目Ⅰ 大学の目的に照らして、社会貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。  

観点１－１ 社会貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や

具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表･周知されてい

るか。  

（観点に係る状況）  

国際化推進機構の社会貢献に関する計画の焦点は、国際貢献に通じる様々な公的事業･

案件、特に JICA 等の政府系機関が手がけるものに対して、学内各部局において積極的に参

画の要望が出るよう周知･促進活動をしていくことと、実際の取組に際して、大学として充

分な支援体制をとることである。この計画の主旨は、第二期中期目標･中期計画において以

下のとおり掲げられている。 

 

「国内外の研究及び産業の発展等に貢献するため、その推進のための施策･評価委員会等

にも積極的に参画し、社会貢献を果たす。また、国内外の研究機関等とネットワ－クを形

成し、学術研究並びに産学官連携を組織的に進める。」 (計画番号 47) 

 

「アジアをはじめとした世界諸国において、高等教育の発展、研究レベルの向上並びに人

材育成に貢献するために、国際共同研究や国際協力事業等を展開する。」（計画番号 54） 

 

（水準）  

期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

社会貢献活動に関する計画は、熊本大学の Web ページに掲載されており、公表･周知され

ている。また、JICA 事業の公募等に関するメールニュースの配信や、実際に受注している

案件についての活動状況を学内の国際化推進センター広報誌等で紹介するなど、多様な広

報を行っている。 

 

観点１－２ 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況）  

本学は、国立大学法人化以降、独自の取組が広く行える環境になってから、国際的な社

会貢献活動に積極的に参画しており、様々な部局の取組を大学として支援する上で国際化

推進機構が関わっている。専門性の高い国際協力事業に様々な部局が参入する時の運営支

援も、国際化推進機構の指示により国際化推進センターが一定の役割を担っている。こう

した取組から、平成 22 年度から 25 年度までの間に国際協力機構（ JICA）関連事業の受注

があった（資料Ｃ－１－１－２－１）。  
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（資料Ｃ－１－１－２－１） JICA 国際協力事業一覧 

国際協力機構（JICA）関連事業

プロジェクト名 実施状況

「未来への架け橋・中核人材育成プロ
ジェクト（PEACE）」（アフガニスタン）

平成24年度より大学院自然科学研究科博士前期課程の学生として研修員を受け入
れている。
（平成24年度1名、平成25年度3名、平成26年度8名）
母国のインフラ開発を推進する上で必要な知識や技術の修得を行っている。

人材育成支援無償（JDS）プロジェクト
（ミャンマー）

平成26年秋入学から研修員を大学院自然科学研究科博士前期課程の学生として受
け入れることを決定。
（平成26年度 ミャンマー4名）
将来指導者として社会・経済開発計画の立案・実施に貢献できる人材育成を目的とし
ている。

アフリカの若者のための産業人材育成イ
ニシアティブ（ABEイニシアティブ）

平成26年秋入学から研修員を大学院自然科学研究科博士前期課程の学生として受
け入れることを決定。
（平成26年度 スーダン1名）
アフリカにおける産業開発を担い、日本社会や日本企業に理解を持つアフリカの高
度産業人材の育成を目指す。

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 

 

（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

国際的な社会貢献の一環として、計画に基づき大学が国際協力事業への取組を推進･支

援したことにより、これらの受注実績が着実に上がっている。 

JICA に関しては、事業受注の資格を持つコンサルタントは全体では約 750 法人/個人の

登録があり（平成 21 年データ）、大学については国立私立含め 26 法人がコンサルタント

資格を有している（平成 18 年データ）。事業の受発注に関わるアクティブな組織はそのう

ち 300 程度と言われており、そのうち国立大学法人としては、本学以外には、東京大、神

戸大、九州大、長崎大等で受注実績があると考えられることなどから、こうした事業への

本学の参画は国立大学として極めて特徴的であり、その活動の実施状況は期待水準以上で

ある。 

 

観点１－３ 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して活動の成果が上

がっているか。  

（観点に係る状況）  

国際系の社会貢献の取組のうち、JICA 等の公的な国際協力事業については、我が国の大

学全体で見たときの本学の実績は、件数･受注金額から考えてトップクラスのものである

と言える。これは、大学が事業への応募から落札、実施･運営にわたって支援を行うという

方針の下、国際化推進センターや関連部局が、教員等の応募主体と連携して業務にきめ細

かに対応していることの成果の現れである。また、JICA 事業それぞれの終了後の事業評価

についても、達成度の観点からいずれも公式の評価内容は良好であり、本学や日本側関係

機関と相手国関係機関の関係者の間で、事業の高い成果や満足度が得られていると判断で

きる（資料Ｃ－１－１－３－１）。  
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（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

国際協力事業に関する実施後の評価判定の結果のみならず、本学が実施した多くの事業

が、大学としての教育研究力と先端性を生かして海外の高等教育の発展や高等人材の育成

に貢献する分野であることから、事業の波及効果の一つとして、直接関わった関係者･学生

以外にも、後に先方の関係大学･機関から本学への留学者が増えている実績も明確に現れ

ている。このように、事業の直接効果のほかに、本学を含む我が国の大学への留学生の招

誘促進にもつながっており、国際協力事業等を通じた社会貢献は、海外の人材に我が国の

教育の門戸を広げる機会ともなっていることから、取組成果の水準は期待以上と判断され

る。  

 

観点１－４ 改善のための取組が行われているか。  

（観点に係る状況）  

機構長及び副機構長、そして学外から選出される委員で構成される国際化推進機構アド

バイザリー委員会である。これらの検討体に取組の実施報告を行い、改善のための意見を

仰ぐこととなっている（資料Ｃ－１－１－４－１）。  

 

 

（資料Ｃ－１－１－３－１）  

ホーチミン工科大学地域連携機能強化プロジェクト  

（ベトナム 平成 21 年 3 月～平成 24 年 9 月）終了時評価  
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社会貢献活動を検証する組織は、学内委員からなる国際化推進運営会議及び国際化推進  （資料Ｃ－１－１－４－１）平成 23 年度アドバイザリー委員会開催報告  
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国際協力事業については、事業発注者である JICA 等の機関によって、事業の評価及び提

言が行われ、改善提案が次年度以降の事業に適切に反映されている。  

 

（水準） 

 期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

大学院自然科学研究科が受注した JICA 事業である「スラバヤ工科大学情報技術高等人

材育成計画プロジェクトフェーズ 1（平成 18～21 年度）の実績をもとに、同事業のフェー

ズ 2（平成 24 年度～）の連続受注や、新規で「ホーチミン工科大学地域連携機能強化プロ

ジェクトフェーズ 2（平成 21 年度～）につながるなど、着実に事業改善の認知により事業

拡大が進んでいる。このことから、期待される水準にあると判断される。 

 

分析項目Ⅱ 大学の目的に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、成果を上げているこ

と。  

観点２－１ 大学の地域貢献活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい

計画や具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が適切に公表･周知さ

れているか。  

（観点に係る状況）  

大学の国際化を担う組織としての国際化推進機構の地域貢献の柱は、熊本が国際交流の

活発な全国有数の都市･地域として発展することに貢献することであり、本学の国際化も

地域全体の国際化が進むことで実現すると言える。こうした取組の中心となるのは、地域

横断的な国際交流活動の母体として運営されている大学コンソーシアム熊本及び熊本留学

生交流推進会議である。  

これらの団体の地域貢献活動を本学がリードしていくための計画として、第二期中期目

標･中期計画において以下の項目が掲げられている。 

 

「外国人留学生に対して入学から卒業･就職に至るまで多様なニーズに即応できるような

サービス体制を整備し、より快適なキャンパス生活及び住環境を提供できるよう支援を強

化する。」（計画番号 32） 

 

「地域文化の向上、教育の質向上に貢献するため、「高等教育コンソーシアム熊本」（平成

25 年 4 月一般社団法人化により「大学コンソーシアム熊本」に名称変更）の活動を活性化

する。」（計画番号 49） 

 

この指針をもとに、本学のみならず県下の留学生全体の滞在環境が向上することで、留

学生や外国人と地元コミュニティとの共生が円滑に進み、地域のグローバル化に資するこ

とができれば、本学自体の留学生施策の充実にもフィードバックされることとなる。この

地域活動に関する計画は、熊本大学の Web ページに掲載されており、公表･周知されている

とともに、国際化推進センターや、学内で大学コンソーシアム熊本と熊本留学生交流推進

会議の運営に関わる他の部局･部署にも適切に指示がなされている。  

 

（水準）  

期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

地域の国際交流の発展に貢献する中核的国立大学として、本学が担う地域貢献活動の計

画は内外に充分周知されており、県内他大学や行政部門の国際関連部署との連携も的確に
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とれている。また、大学コンソーシアム熊本や熊本留学生交流推進会議など各団体の活動

方針や戦略とも連動し、本学が中心となって設置されている様々な作業部会やワーキング

グループ等の検討を経て個別事業計画の綿密な立案も行われていることから、目的･計画

の設定の適切さと情報周知に関しては、期待される水準にあると判断される。  

 

観点２－２ 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況）  

地域貢献のための計画は、国際化推進機構の意思決定により、学内外の現場組織に指示･

伝達が適切に行われるとともに、それによって具体的な活動の中心となる大学コンソーシ

アム熊本及び熊本留学生交流推進会議において企画･立案された各取組を、会長校あるい

は事務局校といったとりまとめ役をそれぞれ務める本学が中心的に支援する形で、個別事

業毎に各大学や熊本県、熊本市などの諸団体からもスタッフが加わって実施チームが編成

され、適切に実施･運営されている（資料Ｃ－２－２－２－１、資料Ｃ－２－２－２－２、

資料Ｃ－２－２－２－３）。  

 

（資料Ｃ－２－２－２－１）  大学コンソーシアム熊本による「熊本地域留学生交流拠点

整備事業」 

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 

 

（資料Ｃ－２－２－２－２）  大学コンソーシアム熊本による「東アジア留学生（行政職

員）インターンシップ事業」  

1.目的 

大学コンソーシアム熊本加盟の大学等と連携し、中国をはじめとする東アジア各国の

将来有望な大学院学生等を熊本市に受け入れ行政インターンシップ事業を展開すること

で、熊本市と東アジア諸国との将来にわたる人的ネットワークの構築と熊本市行政の国

際化の推進を図る。 

2.事業期間 

 平成 22 年度から平成 30 年度まで（ただし、事業期間中において見直しの可能性あり） 

3.対象者及び期間 

(1)対象者 中国をはじめとする東アジアからの将来有望な現職上級行政職員等の留学生  

(2)受入枠：３名 

(3)期間：1 ヶ月程度（事前に大学で約 1 週間の研修） 

4.熊本市での研修・業務内容  

 専門性を活かせる部局での実地研修  

5.留学生等への支援 

 留学生に対し、来日後、助成金（奨学金及び留学一時金）を、大学コンソーシアム熊

本から支給 

（平成 25 年度受入状況）  

 研修期間：平成２６年１月６日（月）～１月２５日（土）  

      熊本大学研修期間  １月６日（月）～１月８日（水）、２５日（土）  

      熊本市役所研修期間 １月９日（木）～１月２４日（金）  
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 参加学生：５名（復旦大学、華東政法大学、華東政法大学、上海交通大学、同済大

学） 

 

学長表敬訪問（H26.1.7） 

（出典：一般社団法人大学コンソーシアム熊本 Web ページ） 

 

（資料Ｃ－２－２－２－３）  熊本留学生交流推進会議の主な活動内容（平成 25 年度） 

 
（出典：「留学生交流 Hinokuni_Vol.21」から抜粋） 

 

（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

くまもと都市戦略会議の下に平成 22 年８月に設置された WG では、熊本県、熊本市、熊

本大学の海外共同事務所の設置に関する検討が行われ、平成 24 年１月に全国に例を見な

い自治体と大学との共同事務所「熊本上海事務所（熊本大学上海オフィス）」が設立された。  

大学コンソーシアム熊本及び熊本留学生交流推進会議においては、本学が中心となって、

外国語版パンフレットの作成、留学生支援のための相談窓口の設置、留学生のインターン

シップ･就職フェア、留学生の地域活動への参加など、留学生と地域社会をむすぶ様々な交
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流活動を積極的に推進してきた。  

よって、地域貢献に関する活動については、期待される水準を上回っていると判断され

る。  

 

観点２－３ 活動の実績及び活動への参加者等の満足度等から判断して、活動の成果が

上がっているか。  

（観点に係る状況）  

くまもと都市戦略会議では、熊本県、熊本市及び本学による地域課題や将来ビジョンに

ついての議論が進み、大きな成果の一つとして、三者が共同で設立した上海熊本事務所が

ある。  

熊本留学生交流推進会議では、ウェルカムパーティーや留学生シンポジウムを通じて、

留学生と日本人学生との国際交流が活発化し、ボランティアガイド講座への留学生の積極

的な参加が得られている。  

大学コンソーシアム熊本の活動においては、留学生のインターンシップ・就職フェア等

で確実に実績を重ねており、留学生支援のための相談窓口の活用推進や留学生の地域活動

などの新規事業についても適切に運営され成果を出している。  

これらの事業の参加者数は、平成 21 年度は 600 人程度であったものが、平成 25 年度は

1,000 人を超えるまで伸びてきている。  

 

（水準） 

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

大学コンソーシアム熊本及び熊本留学生交流推進会議が行う国際交流行事は、参加者数

の推移から、規模、質ともに安定的に実施されているものであり、各事業とも、留学生を

中心とした地域ぐるみの活動として、地域貢献の度合いから言っても欠くことのできない

取組となっていることから、期待される水準を上回っていると判断される。  

 

観点２－４ 改善のための取組が行われているか。  

 

（観点に係る状況）  

地域貢献活動を検証する組織は、学内委員からなる国際化推進運営会議及び国際化推進

機構長及び副機構長、そして学外から選出される委員で構成される国際化推進機構アドバ

イザリー委員会である。これらの検討体に取組の実施報告を行い、改善のための意見を仰

ぐこととなっている。  

学外の組織として、大学コンソーシアム熊本は、企画･運営委員会並びに国際交流事業に

ついては産学連携部会（資料Ｃ－２－２－４－１参照）、また、熊本留学生交流推進会議は、

総会と運営委員会が組織されており、事業の企画立案から実施後の検証が行われ、改善意

見等が適切に反映されながら、各事業の成果や効率の向上が図られている。 

 

（資料Ｃ－２－２－４－１）大学コンソーシアム熊本の組織概要  
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（出典：一般社団法人大学コンソーシアム熊本パンフレット）  

 

（水準） 

 期待される水準を上回る。  

 

（判断理由） 

既存事業、新規事業それぞれに、参加者や運営委員会による意見へのフィードバックを

取り入れ、各事業へのより多くの参加者の獲得及び参加者満足度の向上により着実に成果

が上がっている。留学生や外国人と地域社会との融和と共生は確実に進んでおり、本学の

国際的な地域貢献活動の改善への取組は、期待される水準を上回っていると判断される。  

 

 

４． 質の向上度の分析及び判定  

（１） 分析項目Ⅰ 大学の目的に照らして、社会貢献活動が適切に行われ、成果を上げて

いること。  

 

「大きく改善、向上している」 

 

 国際的な社会貢献として、平成 23 年度からの JICA 国際協力機構の国際協力事業への参

画により、大学教育研究の枠を超えて、アジアをはじめとした国際貢献に大きく寄与して

いる。したがって、国際的な社会貢献の質は「大きく改善、向上している」と判断できる。  

 

（２） 分析項目Ⅱ 大学の目的に照らして、地域貢献活動が適切に行われ、成果を上げて

いること。  

 

「大きく改善、向上している」  

 

 地域貢献では、地域の自治体、教育機関や経済界との連携による「くまもと都市戦略会

議」、「熊本留学生交流推進会議」、「大学コンソーシアム熊本」等による地域と世界をつな

ぐ各種取組（熊本県、熊本市との海外共同オフィス「熊本上海事務所」の設立等）により、

地域のプレゼンス向上、国際交流の多層的展開に本学が大きく寄与している。したがって、



熊本大学国際化推進機構 

23 

 

地域貢献の質は「大きく改善、向上している」と判断できる。  
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Ⅳ 教育研究支援に関する自己評価書  
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1．教育研究支援の目的と特徴  

本学の国際化推進活動を展開する上で、教育研究支援の観点からの活動は大学のミッシ

ョンとして最も重要な領域である。国際化推進機構の活動にとどまらず、教育と研究の発

展向上のための教育システム改革や世界レベルの研究拠点強化は、グローバル化の要素と

非常に密接な関係にあり、第二期中期目標･中期計画における教育及び研究の各項目の総

括的な目標は、「熊本大学アクションプラン 2010」（資料Ｅ－０－１）において、国際的な

通用性や先端性の希求から以下のとおり掲げられている。  

 

（資料Ｅ－０－１）「熊本大学アクションプラン 2010」学長の 4 つの約束（抜粋）  

1 教育力の強化 

⒈学士教育／新しい教育プログラムのもとに、創造的知性と実践力をともに備え、社

会に貢献できる人材を養成します。  

⒉修士教育／世界でも通用する高い水準の教育プログラムのもとに、幅広い専門知識

と専門的技能及び課題解決能力を有する人材を養成します。  

⒊博士教育／研究課題を系統的に履修するコースワークを充実させ、さらに高い水準  

の専門性と豊かな創造性を有し、国際的視野を持つ人材を養成します。  

⒋教育効果を一層高めるために、情報機器を使った学習としてのｅラーニングや ICT

（情報通信技術）活用教育を含む、多様な授業形態を普及、促進させます。  

⒌学生が自ら学び、職業選択について考え、決断し、自らの人生の進路を切り開いて

いく力を身に付けられるように、学習支援や進路相談の体制を整え、自主的な共同学

習の場の設置など、自習環境の整備を進めます。  

⒍働きながら学ぶ社会人学生のために、そのニーズに応じた各種学生支援策を充実さ

せます。 

⒎博士課程の大学院学生のキャリア形成・就職を支援するために、企業等の外部機関

との連携を強め、積極的な支援策を策定し、実施します。  

2 研究力のアップ 

⒈ 世界トップレベルの研究を推進するため、グローバル COE プログラム及び学内の

拠点形成研究の着実な遂行を図るとともに、独自の発想に基づく基盤的研究を推進し

ます。 

⒉研究者の最先端の研究成果を学生教育へ還元します。  

⒊本学独自のテニュア・トラック制度（※１）を定着させ、優秀な若手研究者を育て

ます。 

⒋本学独自の異分野融合型イノベーション人材養成システムのなかで、大学院（博士

後期課程）の学生を対象として、企業で活躍できる優秀な人材を養成します。  

⒌女性教員がキャリアアップするために働きやすい環境を整え、女性教員の割合を現

在の13％から15％に増加させます。 

⒍全国の研究者が共同で利用できる研究拠点として認定された発生医学研究所の拠点

事業を推進するとともに、エイズ学研究センターの拠点化を推進します。  

⒎学内の各種研究センターの活用を通して研究を推進するため、高度の技術支援や研

究支援体制を強化します。  

※１：若手研究者が安定した職を得るために、任期付きで自立した研究者としての経験を積む仕組み  

 

 

国際化推進機構による教育支援の活動は、本学の教育の国際化全般に関わり様々な分野

で事業の実施あるいは支援を行っている。  

平成 20 年に政府が掲げた「留学生 30 万人計画」といった政策などに表れているように、
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これまでは留学生の受入を強化することを一つの柱として我が国の高等教育の国際化を図

ってきた戦略に対応する方針で、国際化推進機構は教育支援を行ってきた。国費･私費の正

規留学生、交換留学生からサマープログラム等の短期コースへの参加者といった多様な留

学生に対して、受入環境の整備と日本語教育の充実に始まり、学修･生活支援のための多彩

なサービスの提供など、国際化推進センターが直接的に担う方策から、大学院･学部教育の

国際化のための様々な支援活動も含まれる。 

更に、このような留学生受入政策の強化と並んで、日本人学生を対象としたグローバル

人材育成のための政策が近年急速に重要視されつつある。「留学生 30 万人計画」と同じ自

民党の現政権の強力な推進により、様々な施策や事業が展開されている。我が国として今

後も世界の成長を取り込んでいくためには、留学生受入とともに、日本人学生が世界へ出

ていくことが肝要であり、そのための海外留学を含むグローバル教育の推進が大学にとっ

て現在最もクリティカルな目標テーマである。本学では従来から日本人学生の海外留学促

進には力を入れており、留学プログラムの開発、留学促進のための啓蒙･広報活動、外国語

力向上のための研修、学内資金による留学助成といった分野で継続的に諸事業の実施と改

善を行ってきている。  

グローバル人材育成に関する学部教育の改善については、英語教育等の基礎教育に力を

入れる一方で、厳しい状況にある現代社会に耐えられる人材をどのように育てるのかとい

った熊本大学独自の施策を打ち出すことを目的に、教育･学生支援担当副学長を中心とし

て、全学的な教学マネジメントのもとに、共通基盤教育の実施体制の整備検討を行ってい

る。そして、平成25年4月に副学長の諮問会議として「教育改革戦略会議」を立ち上げて検

討を行っている。この中に、国際化推進機構副機構長である国際交流担当副学長及び国際

化推進センター副センター長が入り、例えば、英語による教養科目の提供といった「教育」

と「国際化」の統合的なテーマについて対応している。 

また、国際化推進機構と国際化推進センターは、留学生受入と日本人学生海外派遣の両

方について、日本学生支援機構（ JASSO）の「海外留学支援制度（短期派遣･受入）」のよう

な外部資金獲得にも注力しており、学生の多方向交流促進のための機会拡大を下支えする

事業についても地道に取り組んでいる。  

一方、研究については、言及するまでもなく本学は、過去の戦略から今日の第二期中期

目標･中期計画及び「熊本大学アクションプラン 2010」に至るまで、一貫してグローバル

な研究拠点大学を目指すことを基本方針として標榜している。それに向けて、大学院先導

機構と各研究科を中心に、生命、自然及び人文社会各系のグローバルな先端的取組の拠点

化に向けた戦略が加速的に進められている。  

国際化推進機構による研究支援の活動は、主に国際的な研究者交流を活発化させる競争

的資金の獲得強化や学内助成事業の強化に向けた取組や、特別経費等を活用した学内の重

点研究拠点の支援事業などを行っている。また、学内横断的な研究者交流事業の企画･実施

も手掛けていることなどが特徴的である。 

 

［想定する関係者とその期待］  

教育研究支援の活動については、現在と過去も含む本学の学生と教職員や学外の学術･

教育関係者、将来本学で学修または研究を望む学生や研究者などが直接の関係者と考えら

れるが、このほかにも国際化推進機構が支援するグローバルな教育研究の取組みへの関係

者は多岐に渡る。  

 

2．優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】  

教育研究の支援活動に関しても、国際化推進機構と教育、研究の推進組織との連携が円

滑にとれていることで、留学生と日本人学生、研究者の国際交流のそれぞれの施策を多面

的に展開することができた。  
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留学生の受入については、特に国際交流協定校を中心に、交換留学プログラム（英語コ

ース、日本語コース）を実施しているが、協定校数の増加に伴い、入学者の増加に結びつ

いている。また、日本語･日本文化研修留学生（大使館推薦国費留学生）については、重点

的な広報活動が基点となって、大幅な入学者の増加に結びつけている（３年間で２人から

９人へ増加）。 

日本人学生の海外留学に関しては、学内の留学説明会「留学のススメ」、メーリングリス

トによる情報配信サービスおよびウェブサイト等によって留学情報発信を行い、海外留学

の動機付けを行っている。そして、協定校への交換留学、サマースクール、海外語学セミ

ナー、研究目的の海外インターンシップ、学生主体の国際会議等の多彩な留学プログラム

を提供している。 

外国人研究者の増加については、国際化推進センター等において、各種メディア（世界

的な学術雑誌等）を利用した国際公募を行っており、他の部局等においても、新規採用は

透明性の高い公募により行われ、研究･教育実績だけではなく、候補者の国際性（海外経験

等）を重視した審査指標を設定している。また、本学独自の研究者派遣の助成制度「若手

国際共同研究スタートアップ事業」も実施するなど、研究者交流の活発化のために、様々

な支援事業を展開している。  

 

【改善を要する点】  

教養教育のグローバル化といった全学の教育システムの根幹に関わる改革については、

より強固な全学一致体制による検討が望まれる。また、国をあげたグローバルな大学改革

の進展とともに、学内における教育、研究と国際化の関連付けをどのように整理して今後

の大学の戦略の構築と組織の見直しを図っていくかが、国際化推進機構にとっての課題と

しても重要な論点である。  

 

3．観点ごとの分析及び判定  

分析項目Ⅰ 大学の目的に照らして、教育研究支援活動が適切に行われ、成果を上げてい

ること 

観点 1－1 教育研究支援活動の目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画

や具体的方針が定められているか。また、これらの目的と計画が広く公表されているか。 

（観点に係る状況）  

教育及び研究に係る支援という観点での大学の国際化推進に向けた計画の主旨は、第二

期中期目標･中期計画の以下の項目に盛り込まれている。  

 

「学生の海外研修や調査研究、国際会議やシンポジウムへの参加を促進するために、情報

提供及び助成等の支援を展開する。」（計画番号 31） 

 

「英語による授業の実施、留学生を対象とする日本語教育の充実、交流協定校等との教育

プログラムの拡充などを通じて、学生の国際的な交流を推進する。」（計画番号 51） 

 

「外国人教員･研究者の受入を拡大するとともに、秋季入学の実施拡大など、教育環境を整

備する。」（計画番号 52） 

 

「研究者交流を大学として推進するために、国際的研究ネットワーク等を充実させ、国際

的研究環境を整備する。」（計画番号 53） 

 

（水準）  

期待される水準を上回る。  
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（判断理由）  

これらの目的･計画は、熊本大学の Web ページに掲載されており、内外に公表･周知され

ているとともに、学内の対応としては、国際化推進に関する方針を全学的に決定する国際

化推進機構会議、国際化推進運営会議及び国際化推進センター運営委員会等での検討を経

た後、事案に応じて連携する学内教育組織または研究組織と連動し円滑な事業運営に向け

た体制が構築されていることから、計画等の適切な設定と周知･公表については期待され

る水準を上回ると判断される。  

 

観点 1－2 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況）  

国際化推進機構の企画検討をもとに、教育研究の支援活動において専ら国際化推進セン

ターが実働機能を果たす事業の結果に伴い、平成 22～25 年度の本評価期間についても留

学生受入、日本人学生の海外留学、そしてグローバルな研究者交流について以下のような

事業実施と活動成果を残している。  

 

○留学生受入  

受入環境の整備と日本語教育の充実に始まり、大学院教育の国際化（英語による教育や

ダブルディグリー等の推進等）、学部教育の国際化（秋季をベースとした国際編入学プログ

ラムや英語による科目の提供等）、更に学修関連以外にも多彩なサービス（奨学金、就職、

異文化交流のための課外活動への取組等）を提供している。  

 

 昨今、我が国の留学生総数は、 13～14 万名で推移している。 

本学では、第二期中期目標・計画期間（ H22～27 年度）の目標であった年間の留学生受

入数 500 人を平成 23 年度に達成しており（資料Ｅ－１－１－２－１）、引き続き留学生数

の増加を図るために、国際交流協定校を中心とする交換留学プログラム及び日本語･日本

文化研修留学生（大使館推薦国費留学生）事業等の施策に取り組んでいる。  

 本学が受け入れている留学生の出身国･地域は多様化が進んでおり、今後は ASEAN 諸国

の増加を図るとともに、南西アジアやアフリカ諸国との連携を強化していく。  

 

（資料Ｅ－１－１－２－１）本学における留学生受入数の推移  
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（出典：H26.8.19 日大学改革シンポジウム資料） 

 

世界に開かれた大学として、質の高い国際連携教育の拡充と、それを円滑に実施するため

の制度や仕組みを整備し、教育の国際的通用性の向上を目指す。  

 

・ダブルディグリープログラム  （大学院自然科学研究科）  

 博士後期課程におけるダブルディグリープログラムについては、６大学と協定を締結し、

平成 22～25 年度に３名の学生を受け入れている（資料Ｅ－１－１－２－２）。 

  平成 25 年度は、新たに博士前期課程（修士レベル）のダブルディグリープログラム協定

の締結を行った（資料Ｅ－１－１－２－２）。 

（定義）  

・ダブルディグリープログラム  複数の連携する大学間で開設された同じ学位レベルの共同プログラ

ムを修了した際に、各大学がそれぞれ学位を授与するもの。  

・ジョイントディグリープログラム  連携する大学間で開設された共同プログラムを修了した際に、複

数の大学が共同で単一の学位を授与するもの。   

 

（資料Ｅ－１－１－２－２）  ダブルディグリープログラムの締結状況  

（出典：H26.8.19 日大学改革シンポジウム資料） 

締結年月日 学位 大学名（国名） 学生の受入状況 

H20. 9.17 博士 スラバヤ工科大学（インドネシア）  H25.10 入学 

2 人 

H21. 6.23 博士 高尾第一科技大学工学院（台湾）    

H21. 9.11 博士 南台科技大学工学院（台湾）    

H22.12. 1 博士 AGH 科学技術大学 物質科学部（ポーランド） H23.10 入学 

1 人 

H24. 6. 8 博士 培材大学校一般大学院（韓国）    

H24.12. 7 博士 バンドン工科大学（インドネシア）    

H25.11.26 修士 スラバヤ工科大学（インドネシア）    
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・海外の大学からの秋季編入学（工学部）  

海外の大学から学部２年次以上の優秀な学生を募り、国際的な高度専門技術者・研究者

を養成している（資料Ｅ－１－１－２－３）。 

 卒業時は出身大学及び本学の両方の学位を取得することが可能である。  

 平成 26 年度からの本格的な制度導入に向けて、平成 24 年度は２名、平成 25 年度は１

名の学生を山東大学（中国）から試行的に受け入れている。  

 

（資料Ｅ－１－１－２－３）  秋季編入学制度のスキーム図 

10      4        10       4        10        4       10        4        10       4        10       4       10     

外国の大学
(2年間)

外国の大学(4年間)

熊本大学
(2.5 年間)

熊本大学（4年間）

（日本）
大学院
(2年間)
(5年間)

（日本）
企業、大学、研究機関

従
来

の
留

学
プ

ロ
グ

ラ
ム

秋
季

編
入

学
プ

ロ
グ

ラ
ム

■・・・ギャップ期間( 0.5年間)
秋季編入学制度のスキーム図

-1-

 
（出典：H26.8.19 大学改革シンポジウム資料） 

・熊本大学短期留学プログラム／日本語日本文化研修プログラム  

海外協定校等からの学生が、半年～１年の間、本学にて留学を行うプログラム。通常授業

の受講はもちろん、課外活動や熊本大学国際交流支援者会「 Vogies」をはじめとした地域

住民との交流等、毎年様々な活動を体験する。  

 

・熊本大学サマープログラム  

 ２ 週間程度の短期滞在で、日本と熊本の良さを体験してもらうプログラム。着付けや和

菓子作りなどの日本文化体験、熊本城や阿蘇への実地見学など充実した内容で、年々参加

希望者が増加している（資料Ｅ－１－１－２－４）。 

 

（資料Ｅ－１－１－２－４）  熊本大学サマープログラム  

 

留学生パーティ             着物体験          グループ演習 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 

 

○日本人学生の海外留学促進  

派遣先プログラムの拡充、留学促進に向けた啓蒙･広報活動としての各種説明会の実施、

外国語（英語）力向上のための研修、学内資金による留学助成等に対応している（資料Ｅ
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－１－１－２－５）。 

 

平成 26 年５月１日現在、本学から約 250 人の学生が交換留学制度、語学セミナー等を利

用して海外で学んでいる。今後も交流協定校数の拡大など（ H26.５.１現在 161 校）、更な

る学生交流の充実を図る。  

 

（資料Ｅ－１－１－２－５）  日本人学生の海外派遣促進の取組  

モンタナ大学（アメリカ）

ニューカッスル大学（オーストラリア）

（出典：

H26.8.19 大学改革シンポジウム資料） 

 

本学では、日本人学生の海外留学活発化のために、様々な助成事業を行っている。  

 限られた大学財源の中でより効果の高い留学支援を行うとともに、政府機関の奨学金事

業にも積極的に応募し、より多くの奨学金獲得を目指している。  

 

 熊本大学国際奨学事業 

 海外語学セミナー、交換留学のほか、学生自身が企画提案した海外での学習・研究活動

を支援している（資料Ｅ－１－１－２－６）。 

 採用人数： 100 人程度 

 奨学金支給額：１人当たり 20 万円程度 

 

 （資料Ｅ－１－１－２－６） 熊本大学国際奨学事業による派遣支援数（年度別）  

年度 H23 H24 H24 H23 H24 

派遣人数（人） 105 151 143 151 143 

（出典：H26.8.19 大学改革シンポジウム資料） 

 

 熊本大学基金による奨学金 

 協定校への交換留学を希望する学生に、熊本大学基金による奨学金を支援する独自の制

度を設けている（資料Ｅ－１－１－２－７）。 

 採用人数：６人程度 

 奨学金月額：６～10 万円程度（※留学先地域により異なる）  
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（資料Ｅ－１－１－２－７）  熊本大学基金による交換留学支援数（年度別）  

年度 H23 H24 H25 

支援者数（人） 4 2 5 

（出典：H26.8.19 大学改革シンポジウム資料） 

 

 政府機関（JASSO 日本学生支援機構）による海外留学支援制度  

 協定等に基づき短期間派遣される学生に対して、留学に係る費用の一部を奨学金として

支援する制度を設けている（資料Ｅ－１－１－２－８）。 

 採用人数：留学生交流支援制度（短期派遣）の採用状況により異なる  

 奨学金月額：６～10 万円 ※渡航先地域により異なる 

 

（資料Ｅ－１－１－２－８）  政府機関奨学金による交換留学支援数（年度別）  

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

支給割当（人） 18 7 84 20 80 

（出典：H26.8.19 大学改革シンポジウム資料） 

 

○研究者交流  

外部の競争的資金の獲得強化と、学内の若手研究者助成事業の拡充を展開している。  

 若手研究者交流のための取組 

 日本人研究者の国際研究の推進、外国人研究者の積極的な受入、次世代を担う若手研究

者の育成のために、独立行政法人日本学術振興会（JSPS）等が実施するする様々な国際交

流事業への応募を奨励し、申請支援を行っている（資料Ｅ－１－１－２－９）。 

 

（資料Ｅ－１－１－２－９）若手研究者交流促進のための取組  
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国際共著論文

国際交流事業

国際共同研究

スタートアップ事業

 ＲＵ２２の評価指標
国際的な評価の向上
 Ｃｉｔａｔｉｏｎ向上

交流協定
ダブルディグリー
その他

 二国間交流事業
 特定国派遣事業
 頭脳循環事業
 拠点形成事業
 その他（JST, JASSO）

 熊本大学若手国際共同研究
スタートアップ支援事業
（大学独自事業）

（出典：H26.8.19 大学改革シンポジウム資料） 

 

 JSPS 日本学術振興会二国間交流事業（特定国派遣事業）  

我が国と諸外国との二国間の研究チームの持続的ネットワーク形成による学術の国際交

流を推進する事業であり、同事業への申請件数は、平成 24 年度（平成 25 年度開始分）の

９件から平成 25 年度（平成 26 年度開始分）の 27 件へと大幅に増加し、それぞれの採択件

数も１件から 11 件へと約 10 倍増となった（資料Ｅ－１－１－２－１０） 

 

（資料Ｅ－１－１－２－１０） 二国間交流事業 申請・採択状況 

 

 

 

 

 

（出典：H26.8.19 大学改革シンポジウム資料） 

 

 国際交流事業採択促進セミナーの開催  

 本学の研究者に対して、JSPS 日本学術振興会等が実施する研究者の国際交流を助成する

採択国 採択数 採択国 採択数 採択国 採択数 採択国 採択数 採択国 採択数 採択国・数 採択数
アメリカ

スロバキア 2 中国
韓国

ドイツ

3 フランス 1 韓国
ベトナム 2 インドネシア 1

韓国
インドネシア

マレーシア
スイス
ロシア

米国
カナダ

オーストラリア
中国

ニュージーランド

フランス

11

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
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事業について説明することにより、各事業への積極的な申請を奨励することを目的として、

平成 25 年度に２回開催した（資料Ｅ－１－１－２－１１）。なお、本取組の成果として、

本学の研究者による二国間交流事業等の申請及び採択の大幅な増加につながっている（前

掲資料Ｅ－１－１－２－１０）。 

 

（資料Ｅ－１－１－２－１１）国際交流事業採択促進セミナー 

 

第 1 回  H25.12.25 開催  

二国間交流事業、頭脳循環加速プログラム編  

第 2 回  H26.3.4 開催  

外国人招へい研究者事業編  

 

（出典：H26.8.19 大学改革シンポジウム資料）  

（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

平成 21 年度に国際化推進機構と国際化推進センターが発足するに伴い、人員体制や財

源確保等も含めた全学的な対応により、本学のグローバル大学としての力の指標ともなる

学生交流と研究者交流の実績は、本評価期間も含まれる平成 25 年度までの間で飛躍的に

向上している。このことから、教育研究支援に係る活動の実施状況は期待水準以上である。  

 

観点 1－3 活動の実績及び活動への参加者等の満足度から判断して、活動の成果が上が

っているか。  

（観点に係る状況）  

教育研究支援の活動については、事業の展開は広範囲に及ぶが、すべての取組の実施が

着実に行われ実績として蓄積されている。また、国際化推進機構が推進する教育研究支援

に関係する学内外の学生と研究者、教職員、海外の学術･教育関係者、将来の本学における

学生や研究者などの多様な関係者からアンケート等のフィードバックはすべての事業につ

いて把握･管理されている。  

 

◆留学生受入の拡充 

本学における留学生の受入は、着実に受入数が上がっており（資料 E-1-1-3-1、資料 E-

 
（右）セミナー開催ポスター（ H25.12.25 第 1 回）  

（上）セミナー開催風景（同上）  
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1-1-3-2、資料 E-1-1-3-3）、特に、国費留学生である日本語･日本文化研修留学生の数の増

加は、本学のプログラムに対する高評価の表れである（資料 E-1-1-3-4）。 

 

（資料 E-1-1-3-1）本学における留学生受入数の推移 

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 

（資料 E-1-1-3-2）上位 10 ヵ国 受入国一覧 

 

（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 

 

（資料 E-1-1-3-3） 
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     （出典：留学生の受入データより作成）  

 

（資料 E-1-1-3-4）日本語･日本文化研修留学生数の推移  

 

（出典：スーパーグローバル調書資料） 

◆日本人学生の海外留学の促進  

日本人学生の海外留学の主な事業で、交換留学（派遣）（（資料 E-1-1-3-5）、「熊本大学

海外語学セミナー」（資料 E-1-1-3-6）は下記の実績となっている。 

 

（資料 E-1-1-3-5）交換留学（派遣）の参加者数  

 

（出典：データを元に作成） 

 

（資料 E-1-1-3-6）熊本大学海外語学セミナーの概要 
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（出典：H26.3.13 経営協議会資料） 

 

◆研究者交流の推進に向けた支援  

研究活動の支援については、平成 25 年度に開催した国際交流事業採択促進セミナー（前

掲資料Ｅ－１－１－２－１１）では、終了後毎回アンケートを実施している。第１回は受

講者満足度が 97%（内訳 :参考になった 82％。一部参考になった 15％）、第２回は受講者満

足度が 100％（内訳：参考になった 92％。一部参考になった 8％）の高い評価を得ており、

この点からも高い活動の成果を上げているといえる（資料 E-1-1-3-7）。  

海外特別研究員の採用者数の増員（平成 23 年度）や、「頭脳循環を加速する若手研究者

戦略的海外派遣プログラム」による派遣が本格化したこと等により、アジア、欧米地域へ

の本学の研究者派遣数は、平成 22 年度 1,116 人、平成 23 年度 1,129 人、平成 24 年度

1,848 人と顕著に増加している。  

 

（資料 E-1-1-3-7）第 2 回国際交流事業採択促進セミナー  アンケート集計結果 

2014.3 .4 第 2 回国際交流事業採択促進セミナー  

アンケート集計結果 
参加者：２７名   アンケート回答者：１２名  

 

問１ . 今回のセミナーの内容は参考になりましたか。  

研究者

7名, 59%

非研究者

4名, 33%

未回答

1名, 8%

研究者・非研究者の別
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問２．どのような内容、形式のセミナーであれば、また参加したいと思いますか？  

（複数選択可）  

 

（出典：国際化センター運営委員会参考資料）  

 

（水準）  

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

活動について満足度についてのフィードバックや意見の把握により、良好な結果がでて

いると判断されることから、教育研究支援の活動の実績と成果についての全体方針は適切

であり、期待される水準以上である。  

 

観点 1－4 改善のための取組が行われているか。  

（観点に係る状況）  

国際化推進機構の教育研究支援を検証する組織は、学内委員からなる国際化推進運営会

議及び国際化推進機構長及副機構長、そして学外から選出される委員で構成される国際化

推進機構アドバイザリー委員会である。これらの検討体に取組の実施報告を行い、改善の

ための意見を仰いでいる（資料 E－１－１－４－１）。  

 なお、平成 26 年３月 13 日開催の経営協議会において、本学の国際化推進の取組に関す

る状況を報告するとともに、改善のための取組状況について説明を行った（資料 E－１－

１－４－２、資料 E－１－１－４－３）。 

 

（資料 E－１－１－４－１）第 1 回アドバイザリー委員会委員からの意見・提言項目  

・国際化戦略の数値目標設定及び目標達成に向けたスケジュール管理  

参考になっ

た 11名, 

92%

一部参考に

なった

1名, 8%

参考にな

らな…

問１. 今回のセミナーの内容は参考になりましたか

事業別の詳しい

制度説明

5名, 25%

効果的な申請書

の書き方

8名, 40%

キャンパス単位

での説明会開催

2名, 10%

日本学術振興会

以外の国際事業

の制度説明

5名, 25%

その他

0名, 0%

問２．どのような内容、形式のセミナーであれば、また参加したいと思

いますか？（複数選択可）
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・社会へ輩出するグローバル人材育成像と大学国際化の役割の明確化  

・外国人教職員を含めた人的資源の組織的活用  

・日本語・日本文化教員の養成  

・学部、大学院学生に求める語学レベルの基準設定及び語学力向上の取組  

・インターンシップの積極的推進に向けた企業・大学の連携強化  

・海外オフィスを含めた大学の国際展開に関する情報発信及び顧客満足度の測定  

・外国人卒業生ネットワークの構築  

（出典：H23.3.30 アドバイザリー委員会報告から一部抜粋）  

 

（資料 E－１－１－４－２）平成 25 年度第 6 回経営協議会委員からの意見・提言項目  

・発展途上国の学生を含む学部留学生増加の取組  

・熊本県・熊本市との協働による留学生宿舎の拡充  

・国際化推進のための取組の明確化及び国内外への情報発信  

・コミュニケーション能力を含めた学生の語学力向上の取組  

・大学の国際化推進のための活動資金の獲得  

（出典：H26.3.13 経営協議会議事要録から一部抜粋）  

 

（資料 E－１－１－４－３）経営協議会での意見等への本学の取組状況  

学外委員からの意見  現状と改善に向けた本学の取組  

海外派遣留学生数は２０人

前後と少ないようだ。留学しな

い要因を一つ一つ分析し、留

学したいと思っている学生が

すぐに留学できるような仕組

みを構築し、少しでもいいので

増やしていってほしい。  

日本人学生の語学力の向上に関するご意見としてお答えいたします。本学で

は、平成１９年度から、日本人学生のための TOEFL 講座を開講し、コミュニケ

ーション能力を含めた語学力の向上を図っております。平成２３年度からは、受

講生に対する TOEFL 試験の受験を義務化した結果、試験スコア（得点）の増

加が見られます。また、日本人学生を英語圏を中心とした海外の協定校等へ

派遣することで学生の国際対話力の向上、異文化理解、更には、長期留学の

動機付けとなるよう「熊本大学海外語学セミナー」を毎年実施しております。セミ

ナーの参加者は当初の約５０人から約７０人に増加しており、過去１０年間では

約７００人の学生が参加しております。留学した学生達は、渡航先の外国人と

の交流を通じて自らの英語力を磨き、着実にコミュニケーション力を身に付けて

帰国しております。  

国際化について、活動を行う

ための資金を集めたいという

のはたくさんあるが、まず、資

金集めの枠組みを作 らない

と、いわゆるトップダウンの上

だけがやっている活動に終わ

ってしまう。  

我が国の財政状況が厳しい中、平成２２年度から文部科学省特別経費（国際

プロジェクト分）や競争的資金の間接経費等により、大学の国際的環境を整備

するとともに、各キャンパスや海外オフィスにおけるワンストップサービスを提供す

るなど、獲得した資金を最大限に活用して大学の国際化を推進しております。

平成２３年度からは、若手研究者が国際共同研究を実施するためのスタートア

ップ資金の予算措置や日本学術振興会の各種国際交流事業の採択増に向

けた学内でのセミナーを開催するなど、活動資金の底上げによる教育研究の一

層の活性化に向けた教職員への支援活動を展開しております。  

（出典：熊本大学 Web ページ大学基本情報から一部抜粋）  

 

（水準） 

期待される水準を上回る。  

 

（判断理由）  

国際化推進機構が支援する大学の教育研究支援の領域についての広範な施策の意思決定

等については、上述の会議体･委員会等で様々な角度から議論され、戦略的な方向性につい

ての修正や改善について的確に対策を講じながら各事業の成果や効率の向上が図られてい

る。また、案件に応じて教育や研究を所轄する組織や会議体等との連携も適切に行われな
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がら、各事業の改善と持続性が保たれていることから、改善に向けて期待される水準以上

の取組ができていると判断される。  

 

4．質の向上度の分析及び判定  

（１） 分析項目Ⅰ 大学の目的に照らして、教育研究支援活動が適切に行われ、成果を上

げていること  

 

「大きく改善、向上している」  

 

1）学生の派遣･受入れを促進する教育支援 

英語による大学院･学部教育やダブルディグリー、国際編入学（秋季編入学）等の国際連

携教育プログラムを整備して、教育の国際通用性を向上させるとともに、留学生への学金

給付制度の見直し、就職･課外活動への取組支援を行ったことにより、留学生受入数 500 人

を平成 23 年度に達成している。 

また、派遣プログラムの拡充、留学生説明会の開催、外国語（英語）力向上のための研

修、海外派遣助成事業等により、日本人学生の海外留学が促進された。 

 

 2）国際研究ネットワーク強化及び研究者交流の促進  

外国人研究者の積極的な受入、日本人研究者の国際研究の推進及び国際的に活躍できる

若手研究者を育成等のため、学内外の国際関連助成事業の獲得支援を行うなどの取組によ

り、国際研究ネットワークを強化し、学術研究の国際化を推進した。  

以上により、優秀な人材の獲得･育成及び教育研究活動の活性化により、国際化推進機構

が推進した教育研究支援の質は「大きく改善、向上している」と判断できる。   
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Ⅴ 男女共同参画に関する自己評価書  
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1．男女共同参画の目的と特徴  

本学は、「男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなくそ

の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会」の実現を目指し、次に掲

げる事項の推進を図る。  

 

（１） 教育･研究及びそれを取り巻く就労･修学環境の整備  

（２） 男女が共に参画して社会を形成していくための原動力となり、社会で活躍できる

人材の育成  

（３） 男女共同参画社会の形成のための教育･研究の充実  

 

上記に掲げる事項の推進を図るため、次のとおり基本方針を策定し、この基本方針に基づ

き、具体的事項を遂行する。  

 

（１） 男女の機会均等の実現  

（２） 男女共同参画の視点に立った制度･慣行の見直し、意識改革の推進  

（３） 就労･修学と家庭生活との両立支援  

（４） 政策･方針決定過程への女性の参画の拡大  

（５） 男女共同参画を推進する教育･研究の充実  

（６） ジェンダーの視点による学内の調査･分析、統計及び情報の提供  

（７） 苦情申立て･救済システムの整備  

 

国際化推進機構では、国際社会のグローバル化を前提に、男女共同参画の視点に立って

国際協力･国際交流を推進することを施策の基本目標として、「（４）政策･方針決定過程へ

の女性の参画の拡大」に取り組むとともに、機構の中核組織である国際化推進センターに

おいて、「国際化推進センターにおける男女共同参画推進基本方針（平成 21 年７月 16 日）」

を策定して、業務遂行に当たっている。  

 

［想定する関係者とその期待］  

 国際化推進機構の意思決定機関である国際化推進機構会議及び国際化推進運営会議の構

成員（委員）は、国際化推進機構規則の定めによりほぼ職指定となっており、今直ちに構

成員に占める女性の割合を増加させるなどの目標設定は不可能である。しかしながら、男

女共同参画社会基本法（平成 11 年６月 23 日公布･施行）にも定めているとおり、他の国々

や国際機関と相互に協力して男女共同参画に取り組むことが求められている。  

 

2．優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】 

 平成 23 年度から、国際化推進運営会議の第９号委員（学部及び大学院の副部局長）とし

て、女性教員が選出されている（平成 25 年３月 31 日で任期終了）。なお、平成 24 年度か

ら、学長特別補佐（国際化担当）に任命された女性教員が第 12 号委員（その他機構長が必

要と認めた者）として構成員に加わっている。  

 

【改善を要する点】  

 全学的な取組として、役員、副部局長等への女性職員への起用を促進させることに協力

する必要がある。  

 

3．観点ごとの分析及び判定  

分析項目Ⅰ 目的に照らして、男女共同参画に向けた活動が適切に行われ、成果を上げて

いること  
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観点 1 目的に照らして、目的を達成するためにふさわしい計画や具体的方針が定めら

れているか。また、これらの目的と計画が広く公表されているか。  

（観点に係る状況）  

 

第二期中期目標･中期計画において、男女共同参画を推進することを記載するとともに、具

体的数値目標を以下のとおり設定している。  

 

「女性教員の積極的参画を実現するため、熊本大学男女共同参画推進基本計画を推進する。

また、女性教員の任用を促進し、中期目標期間中に女性教員の割合を概ね 15％に増加させ

る。」（計画番号 40） 

 

また、男女共同参画の取組は、大学全体で行っており、大学 HP などで公表している。 

 

（水準） 

 期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 全学的な目標として、男女共同参画を推進することを第二期中期目標･中期計画に設定

（平成 24 年度に女性教員の割合を 15％とする）しており、周知も適切に行われている。  

 

観点 2 計画に基づいた活動が適切に実施されているか。  

（観点に係る状況） 

平成 23 年度から、国際化推進運営会議の第９号委員（学部及び大学院の副部局長）とし

て、女性教員が選出されている（平成 25 年３月 31 日で任期終了）。なお、平成 24 年度か

ら、学長特別補佐（国際化担当）に任命された女性教員が第 12 号委員（その他機構長が必

要と認めた者）として構成員に加わっており、計画に基づいた活動が適切に実施されてい

る。 

 

（水準） 

 期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 国際化推進運営会議において、国際化に係る具体的施策の策定及び実施に関する意思決

定に女性が参画する体制が整備されている。  

 

観点 3 活動の実績及び学生・研究者の満足度から判断して、活動の成果があがってい

るか。 

（観点に係る状況）  

 男女共同参画の観点から、国際化推進運営会議の構成員に女性が加わっていることによ

り、女性の視点からの活発な議論が生まれることで会議の活性化が促進され、好ましい影

響を与えている。  

 

（水準）  

 期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

大学の基本方針として、部局の幹部職員（副部局長）及び学長特別補佐に女性職員を起用

したことが、結果として、国際化推進運営会議の活性化につながっていると判断され、活
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動の成果が上がっていると言える。  

 

観点 4 改善のための取組が行われているか。  

（観点に係る状況）  

 国際化推進運営会議の構成員に女性が加わることにより、女性の視点からの活発な議論

が生まれることで会議の活性化が促進されており、大学の基本方針の一つである「政策･方

針決定過程への女性の参画の拡大」が今後も促進されることが期待できる。  

  

（水準） 

 期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 国際化推進運営会議においては、平成 21 年以前も第９号委員（学部及び大学院の副部局

長）として、女性教員が選出されたことはあったが、平成 24 年度から、学長特別補佐（国

際化担当）に任命された女性教員が第 12 号委員（その他機構長が必要と認めた者）として

構成員に加わったことにより、本学の国際化推進に関する政策、方針決定過程に複数の女

性職員が参画する体制が整備された。  

 

（資料Ｆ－１－４－１）平成 24 年度国際化推進運営会議委員名簿  

 

（出典：H24.5.31 国際化推進運営会議資料）  

 

4．質の向上度の分析及び判定  

 

（１） 分析項目Ⅰ 目的に照らして、男女共同参画に向けた活動が適切に行われ、成果を

平成24年度国際化推進運営会議委員名簿
　　　　　　　　平成24年4月1日現在

職名 氏名 備考

副機構長 原田　信志 第1号委員　(国際化推進センター長）

理事（教育･学生支援担当） 山中　至 第2号委員

理事（研究・社会連携担当） （原田　信志） 第3号委員

理事（財務･施設担当） 倉田　裕 第4号委員

学長特別補佐（教育改革担当） 本間　里見 第5号委員

副センター長 （原田　信志） 第6号委員

国際化推進センター部門長（国際交流支援部門） 陳　強 第7号委員

国際化推進センター部門長（国際語学部門） 梅田　泉 第7号委員

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構部門長 （産学官地域連携部門） 大串　渉 第8号委員

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構部門長 （知的財産部門） 永井　勝幸 第8号委員

文学部副学部長 小松　裕 H23.4.1 ～ H25.3.31 第9号委員

教育学部副学部長 古賀　倫嗣 H24.4.1 ～ H26.3.31 第9号委員

法学部副学部長 鈴木　桂樹 H23.4.1 ～ H25.3.31 第9号委員

理学部副学部長 市川　聡夫 H24.4.1 ～ H26.3.31 第9号委員

医学部副学部長 赤池　孝章 H23.4.1 ～ H25.3.31 第9号委員

薬学部副学部長 入江　徹美 H23.4.1 ～ H25.3.31 第9号委員

工学部副学部長 尾原　祐三 H23.4.1 ～ H24.11.19 第9号委員

大学院社会文化科学研究科副研究科長 渡邊　功 H24.4.1 ～ H26.3.31 第9号委員

大学院自然科学研究科副研究科長 大谷　順 H24.4.1 ～ H26.3.31 第9号委員

大学院医学薬学研究部副研究部長 荒木　栄一 H23.4.1 ～ H25.3.31 第9号委員

大学院医学教育部副教育部長 西村　泰治 H23.4.1 ～ H25.3.31 第9号委員

大学院保健学教育部副教育部長 吉永　一也 H24.4.1 ～ H26.3.31 第9号委員

大学院薬学教育部副教育部長 山縣　ゆり子 H23.4.1 ～ H25.3.31 第9号委員

マーケティング推進部長 今田　幸二郎 第10号委員

学生支援部長 岩間　吉治 第11号委員

学長特別補佐（国際化担当） 小脇　光男 第12号委員

学長特別補佐（国際化担当） 岸田　光代 第12号委員

任期
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挙げていること。  

 

「改善、向上している」  

 

 平成 24 年度の子育てサポートを推進する事業主としての認定（「くるみん」マーク取得）、

平成 25 年度の文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業（拠

点型）」採択等により、本学が男女共同参画の促進拠点として、地域の大学･事業所等を牽

引することが期待される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



熊本大学国際化推進機構 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 管理運営に関する自己評価書  
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1．管理運営の目的と特徴  

 国際化推進機構は、本学の国際化に関するビジョンやポリシーに基づき、国際化戦略を

策定し、国際化推進に関する目標達成に向けて全学的に取組む組織体とし、国際化に関す

る意思決定を行う「国際化推進機構会議」を設けた。また、国際化推進機構会議で決定さ

れた国際プロジェクト、施策を迅速かつ円滑に実施するため、全学的会議体として「国際

化推進運営会議」を設置するとともに、国際化に関する施策を全学で一本化させるため、

各部局、学内共同教育研究施設、部局等の国際関係委員会及び国際担当の事務部門を包括･

掌握する体制とした。さらに、本機構の評価、助言を行うために、外部委員会を設けるこ

ととした。 

 

［想定する関係者とその期待］  

（想定する関係者）国際的諸活動を行う日本人学生･教職員、海外の優秀な学生･研究者、

国内外の大学･教育研究機関、県内の高等教育機関（大学コンソーシアム熊本）、自治体（主

に熊本県、熊本市）、経済団体、企業及び NPO 等 

（関係者の期待） 

①  戦略的連携 

世界に開かれた大学教育･学術研究を行うため、外国大学との共同大学院教育の展開、国際

コンソーシアム協定の展開、 ODA 資金による海外技術協力への貢献等戦略的な連携が促進

される。 

②  人材の流動化 

海外から優秀な人材をリクルートし、国際経験豊かな人材を育成するため、グローバル COE

の戦略的展開、秋季入学の実施及び教職員の国際公募等を行うなど、人材の流動化を図る。

これにより、環黄海域を中心とする海外から質の高い留学生の受入れ増による教育･研究

の活性化、日本人学生の欧米を含む一流大学への留学、海外からの教員･研究者の増加等を

促し、学内の国際化が進展する。  

③  情報発信 

国際的存在感･ブランド力を向上させるため、世界大学ランキング 200 位以内の実現、日本

語版に並ぶ英語版ホームページの充実、ｅラーニングの国際展開等による情報発信を積極

的に行う。併せて、積極的な情報発信を通して、学内の手続や文書、住居その他の支援が

外国人に便利なようにデザインされ、日本語が充分にできなくても充実したサービスが得

られるようにするなど、熊本での留学･研究生活が快適で有意義なものとなるよう受入環

境が整備される。 

④  英語化の推進 

国際的、社会的な要請である世界水準の教育研究と国際的キャンパス環境の整備に応える

ため、英語での大学院教育を促進し、英語による学位課程の創設等を通して、カリキュラ

ム等の国際的通用性･共通性を高めるとともに、英語化の推進等の環境整備が図れる。  

 

2．優れた点及び改善を要する点の抽出  

【優れた点】 

 従来の本学の国際交流は、教育･学生担当理事（副学長）が所管する「留学生交流」と研

究･国際担当理事（副学長）が所管する「研究交流」によって行っていたため、人的･資金

的に分散し、非効率的な状況も見受けられた。この状況から、事務部門の一元化（研究･国

際部の設置）を先行させていたが、教職員が連携し部局と大学本部が一体的に国際化を推

進し、大学の国際競争力を強化するため、平成 21 年１月に国際化推進機構及びそのコア施

設としての国際化推進センターを発足させた。 

国際化推進機構は、学長直轄の組織体として、重要戦略に係る迅速な意思決定と施策の

効率的･機能的な学内連携によって、国際化の推進を図っている。国際化推進機構は、国際

交流担当の副学長を国際化推進機構会議の構成員であり、国際化推進機構の下に置かれた
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国際化推進運営会議の議長を務めることにより、様々な戦略･施策の審議･決定を行ってい

る。  

 

【改善を要する点】  

 国際化に関する事項を円滑に実施するための方策を審議し決定する国際化推進運営会議

を主宰する副機構長（国際交流担当副学長）が、国際化に関する施策の実施機関である国

際化推進センター長を兼任することにより、各施策が迅速かつ円滑に実施でき、大学を取

り巻く環境の変化に応じた対応を可能とする機動的な組織体制となっている。一方で、学

長直属という、独自性が確保される組織体であると同時に、教育、研究、地域連携、広報

といった大学の主要なミッション分野それぞれの戦略的な施策作りを行う他の組織や会議

体との連携を機能させる具体的な仕組みがないため、特に、教育のグローバル化や国際的

な研究拠点強化への支援等を行うに当たって、全学的に国際化施策を先導するためのリー

ダーシップが常に発揮できるとは言えない状況にある。  

 

3．観点ごとの分析及び判定  

分析項目Ⅰ 管理運営体制及び事務組織が適切に整備され、機能していること  

観点 1－1 管理運営のための組織及び事務組織が、適切な規模と機能を持っているか。

また、危機管理等に係る体制が整備されているか。  

（観点に係る状況） 

 国際化推進機構は、機構長（１名）、副機構長（１名）及びその他機構長が必要と認めた

者（現員０名）で構成される（国際化推進機構規則第 11～17 条）。機構全体を掌握する機

構長は学長が務め、意思決定機関である国際化推進機構会議の議長も学長が兼任する。  

 

ア）国際化推進機構会議  

機構会議の議長は学長とする。議長は機構会議を主宰し、本学の国際化に関する事項、国

際戦略室で企画立案された事項等を審議し決定する。国際化推進機構会議の構成員は、次

のとおりとする。 

･機構長 

･副機構長（国際交流担当副学長）  

･理事･副学長  ２人（研究･大学改革･社会貢献担当及び教育･学生担当）  

･財務･施設担当理事 

･その他機構長が必要と認めた者  

 

イ）国際化推進運営会議  

国際化推進運営会議の議長は、副機構長（国際交流担当副学長）とする。議長は運営会議

を主宰し、本学の国際化に関する事項及び国際戦略室で企画･立案された事項等の中で機

構長より委任された施策事項を円滑に実施するための方策を審議し決定する。決定された

事項について、全学的な事項については国際化推進センターに、部局･学内共同教育研究施

設及び事務部門の事項については部局等に実施を委託する。     

国際化推進運営会議の構成は次のとおりとする。  

･副機構長（国際交流担当副学長）  

･理事･副学長（教育･学生担当）  

･理事･副学長（研究･大学改革･社会貢献担当）  

･財務･施設担当理事 

･学長特別補佐 ２人（国際交流担当及び教育･学生担当）  

･国際化推進センター副センター長  

･国際化推進センター部門長  ２人（国際交流支援部門及び国際語学部門）  

･イノベーション推進機構部門長  
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･法人基本規則第 42 条第１項で規定する部局（法曹養成研究科、附属図書館及び医学部附

属病院を除く。）の副部局長  各１人 

･マーケティング推進部長  

･学生支援部長 

･教育研究推進部長 

･その他機構長が必要と認めた者  

 

ウ）事務組織 

全学の国際化推進のための仕組みに関して策定されたポリシー･戦略等の中で定めた外部

委員会設置の方針に則り、機構設置から３年を迎える期に国際化推進機構の活動･運営管

理に対して評価を行うとともに改善等の助言に重点を置いた役割を持つ委員会として「ア

ドバイザリー委員会」を設置する。  

委員会では、①国際化推進機構の中核組織となる国際化推進センターが大学の国際化を推

進するために行う活動、②全学的に国際化推進に取組む組織体としての国際化推進機構の

管理･運営について提言を得るものとする。  

なお、第１回委員会は平成 24 年３月 30 日、学内及び学外の産官学各分野から委員を選出

して開催した。 

 また、国際化推進センターを支援する事務組織として、センター設立（平成 21 年１月）

以来、学術研究協力部国際課が熊本大学の国際交流及び留学生派遣･受入れに係る事務を

所掌してきたが、平成 22 年７月の事務改革に伴い、マーケティング推進部国際戦略ユニッ

トを設置し、今日に至っている。  

 マーケティング推進部国際戦略ユニットの事務分掌は、事務組織規則で次のとおり規定

している。 

 

（資料Ｚ－１－１－１－１）熊本大学事務組織規則（平成 22 年 9 月 30 日規則第 144 号） 

1. 国際戦略に係る企画及び立案に関すること。  

2. 国際交流協定及び国際連携活動に関すること。  

3. 国際学術研究の各種助成制度に関すること。  

4. 研究者の国際的な人材交流に関すること。  

5. 学生の海外派遣及び留学生の受入れに関すること。  

6. 国際 広報に関すること。 

7. 海外オフィス等の国際拠点に関すること。  

8. 国際交流会館に関すること。  

9. 国際化推進機構及び国際化推進センターに関すること。  

10. その他国際戦略ユニットのミッション達成に必要な業務に関すること。  

（出典：熊本大学 Web ページ） 

 

国際交流における危機管理の具体的体制として、外国人留学生へは、来日時に生活支援

オリエンテーション等を実施し、生活上の安全管理を指導しており、警察署の協力を得て

法令遵守の指導も併せて行っている。  

また、日本人学生の海外留学時には、危機管理サービスに加入させ（費用は大学負担）、

24 時間対応でのサポートを提供している。  

更に、国際交流会館では、休日、深夜は警備会社が（日本人学生寮に）常駐することで、

緊急事態には事務スタッフへ連絡がとれるよう体制を整備している。  

 

（水準） 

期待される水準にある。 
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（判断理由） 

 管理運営のための組織及び事務組織は、各種規定により適切な規模と機能を持っている。

また、学生、職員等の一層の安全確保及び本学の資産の保持を図るとともに、本学の社会

的な責任を果たし、地域社会との良好な信頼関係を保持することを目的とした危機管理規

則（平成 19 年３月 26 日規則第 124 号）に沿って、危機管理等に係る体制を整備している。  

 

観点 1－2 構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する意見やニ

ーズが把握され、適切な形で管理運営に反映されているか。  

（観点に係る状況） 

 国際化推進機構の目的を達成するために意思決定を行う組織として、国際化推進機構会

議及び国際化推進運営会議を設置しており、各組織の任務及び構成については、国際化推

進機構規則第９条及び第 10 条並びに第 15 条及び第 17 条に定めがある。また、必要に応

じて、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができるよう、同規則第 13 条及び

これを準用する第 18 条で定めている。 

国際化推進機構会議は、国際化戦略の基本方針の策定及び実施に係る重要事項を審議す

る際、必要に応じて開催しており、委員以外の理事･副学長等にも意見照会を行っている。 

国際化推進運営会議は、機構会議で決定した事項の実施方策に関することを審議するため、

国際交流協定の締結、更新等を含めて、年間 10 回程度開催しており（資料Ｚ－１－１－２

－１）、特に、学部及び大学院の副部局長から選出された委員を通して、国際化推進に係る

各部局の意見･ニーズの把握及びその意見等を反映させた施策の実施について審議を行っ

ている。 

また、経営協議会、くまもと都市戦略会議（注１）等での学外委員からの意見等につい

ても、継続的実施又は改善に向けた具体的取組の検討を組織的に行っている。 

（注１）平成 26 年３月 13 日開催の経営協議会では、大学の国際化推進及びグローバルな

人材交流の促進について取組状況を説明し、今後の課題等について意見を聞いている 

（注２）「くまもと都市戦略会議」は、熊本における都市戦略を構想･実現していくため、

熊本県、熊本市、本学により、地域課題や将来ビジョンについて協議し、関係団体との連

携と機動的な取組みを推進することを目的に平成 22 年８月に設置され、同会議の下に設

置された WG では、海外共同事務所の設置に関する検討が行われ、平成 24 年１月に、熊本

県、熊本市、本学の共同により「上海熊本事務所」が設置された。その他、留学生増加の

ための方策及び留学生の活用策等について検討が行われてきた。  

（資料Ｚ－１－１－２－１）国際化推進運営会議開催状況（平成 24 年度） 
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（出典：データから作成）  

 

（水準）  

期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

 国際化推進機構の目的を達成するための迅速かつ効果的な意思決定が行える組織体制を

構築しており、構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者の管理運営に関する意見やニ

ーズが把握され、適切な形で管理運営に反映されている。  

 

観点 1－3 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよ
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う、研修等、管理運営に関わる職員の資質の向上のための取組が組織的に行われている

か。  

（観点に係る状況）  

 国際化推進機構会議及び国際化推進運営会議の構成員である役員等の幹部職員が、各種

団体が開催する大学経営のための研修･セミナーへ積極的に参加している。平成 25 年 10 月

７日に「地域の産業基盤の強化と大学の研究」をテーマに開催された「平成 25 年度大学マ

ネジメントセミナー」には副学長（国際交流担当）が参加した。国際化推進センター長及

び国際戦略ユニット長が、全国国立大学法人留学生センター長及び留学生課長等合同会議

に毎年参加している。また、国際戦略ユニット長は、全国国立大学法人留学生担当課長等

会議にも毎年参加している。  

 さらに、平成 24 年度および平成 25 年度に日本語・日本文化研修留学生問題に関する検

討会議に国際化推進センター所属の教員２名が参加しており、その内容は、センター教員

及び職員に報告され、情報の共有化を図っている。また、独立行政法人日本学生支援機構

主催の平成 23 年度留学生交流実務担当教職員養成プログラムについては国際化推進セン

ター所属の教授１名が参加している。  

 事務系職員については、平成 24 年度に海外留学安全対策協議会（ JCSOS）が主催する「海

外派遣・研修における危機管理セミナー」に国際化推進オフィサー１名が参加している。

また学内の研修については、平成２４年度熊本大学共通スキル育成研修に２名、平成 25 年

度学務系職員研修会に１名の国際化推進オフィサーが参加し、資質の向上を図っている。

さらに、公式ウェブサイトシステム活用法研修会にも平成 24 年度は２名、平成 25 年度は

１名の国際化推進オフィサーが参加しており情報発信に係る重要性についても認識を高め

ている。 

 

 

（水準）  

期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

 学外会議等への参加のみならず、学内においても研修を実施しており、組織的、継続的

な資質の向上に取り組んでいる。  

 

分析項目Ⅱ  活動の総合的な状況に関する自己点検･評価が実施されているとともに、継

続的に改善するための体制が整備され、機能していること。  

観点 2－1 活動の総合的な状況について、根拠となる資料やデータ等に基づいて、自己

点検･評価が行われているか。  

（観点に係る状況）  

教育研究評議会（平成 20 年 10 月 23 日）資料「全学の国際化推進の仕組みについて」及

び国際化推進機構規則第 19 条において、「外部委員会」についてそれぞれ以下の規定があ

る。 

 

「第 19 条 機構の活動等を評価し改善等の助言を行うため、本学の職員以外の有識者を

含む外部委員会を置く。」  

 

「⑥外部委員会 機構長は外部委員会を設け、本学の国際化諸施策に対して国内外の有識

者に意見を聴くことができる。委員は国内外の有識者から学長が任命し、３年に一度外部

委員会を招集し、外部委員会は、本学の国際化の状況について評価、改善等の助言を行う。」  

 

これらの方針に則り、機構設置から３年を迎える期に国際化推進機構の活動･運営管理
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に対して評価を行うとともに改善等の助言に重点を置いた役割を持つ委員会として「アド

バイザリー委員会」を設置することとし、自己点検資料として、「平成 21 年度～平成 23 年

度国際化推進機構活動報告書」を作成した（資料 Z－２－２－１－１）。 

（資料 Z－２－２－１－１） 

 

 

（出典：H24.3.31 平成 21 年度～平成 23 年度国際化推進機構活動報告書）  
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（水準）  

期待される水準にある。  

 

（判断理由） 

 「平成 21 年度～平成 23 年度国際化推進機構活動報告書」では、全学的に国際化推進に

取組む組織体としての国際化推進機構の管理･運営並びに国際化推進機構の中核組織とな

る国際化推進センター及び各部局等が企画・実施した国際化推進のための状況等について、

資料やデータ等に基づき自己点検・評価を行っている。よって、期待される水準にあると

判断できる。 

 

観点 2－2 活動の状況について、外部者（当該大学の教職員以外の者）による評価が行

われているか。 

（観点に係る状況） 

国際化推進機構規則第 19 条に基づく外部委員会として設置したアドバイザリー委員会

では、①国際化推進機構の中核組織となる国際化推進センターが大学の国際化を推進する

ために行う活動、②全学的に国際化推進に取組む組織体としての国際化推進機構の管理･

運営について提言を得るものとした。  

第 1 回委員会は、平成 24 年 3 月 30 日、学内及び学外の産官学各分野から委員を選出し

て開催し、「平成 21 年度～平成 23 年度国際化推進機構活動報告書（前掲資料 Z－２－２－

１－１）」を基に、国際化推進機構の活動及び管理運営について説明を行い、意見･提言を

委員から聴取した。 

また、平成 26 年３月 13 日、平成 25 年度第６回経営協議会において、大学の国際化推進

及びグローバルな人材交流の促進について、資料及びデータにより状況報告を行った（資

料Ｚ－２－２－１－２、資料Ｚ－２－２－１－３）。  

 

（資料Ｚ－２－２－１－１）第 1 回アドバイザリー委員会委員からの意見・提言項目  

・国際化戦略の数値目標設定及び目標達成に向けたスケジュール管理  

・社会へ輩出するグローバル人材育成像と大学国際化の役割の明確化  

・外国人教職員を含めた人的資源の組織的活用  

・日本語・日本文化教員の養成  

・学部、大学院学生に求める語学レベルの基準設定及び語学力向上の取組  

・インターンシップの積極的推進に向けた企業・大学の連携強化  

・海外オフィスを含めた大学の国際展開に関する情報発信及び顧客満足度の測定  

・外国人卒業生ネットワークの構築  

（出典：H23.3.30 アドバイザリー委員会報告から一部抜粋）  

 

（資料Ｚ－２－２－１－２）平成 25 年度第 6 回経営協議会資料「国際化の推進」  
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（出典：H26.3.13 経営協議会資料一部抜粋）  

 

（資料Ｚ－２－２－１－３）平成 25 年度第 6 回経営協議会委員からの意見・提言項目  

・発展途上国の学生を含む学部留学生増加の取組  

・熊本県・熊本市との協働による留学生宿舎の拡充  

・国際化推進のための取組の明確化及び国内外への情報発信  

・コミュニケーション能力を含めた学生の語学力向上の取組  

・大学の国際化推進のための活動資金の獲得  

（出典：H26.3.13 経営協議会議事要録から一部抜粋）  

 

（水準）  

期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

 平成 24 年３月 30 日に開催した国際化推進機構アドバイザリー委員会では、全学的に国

際化推進に取り組む組織体としての国際化推進機構の管理･運営及び大学の国際化を推進

するために行う活動について助言･提言を受けた。  

 また、平成 26 年３月 13 日開催の経営協議会においても、本学の国際化推進の取組に関

する状況報告に基づき、外部者からの評価が行われている。  

 

観点 2－3 評価結果がフィードバックされ、改善のための取り組みが行われているか。 

（観点に係る状況） 



熊本大学国際化推進機構 

56 

 

平成 23 年度に開催されたアドバイザリー委員会からの意見・提言（前掲資料Ｚ－２－２

－１－１）を受けて、国際化推進機構会議及び国際化推進運営会議において、大学の国際

化推進に当たって発生する様々な課題の抽出とその対応策の検討を行うとともに、国際化

推進センター及び各部局等が企画・実施する活動において改善と向上に取り組んでいる。  

また、平成 25 年度第６回経営協議会での意見等についても、大学の国際化に関する具体

的な改善等に向けた取組に反映させている（資料 Z－２－２－３－１）。  

 

（資料 Z－２－２－３－１）経営協議会での意見等への本学の取組状況  

学外委員からの意見  現状と改善に向けた本学の取組  

今後、語学力は更に必要に

なっていくと思われるため、コミ

ュニケーション能力を含めた

語学力の向上に努めてほし

い。  

 日本人学生の語学力の向上に関するご意見としてお答えいたします。本学で

は、平成１９年度から、日本人学生のための TOEFL 講座を開講し、コミュニケ

ーション能力を含めた語学力の向上を図っております。平成２３年度からは、受

講生に対する TOEFL 試験の受験を義務化した結果、試験スコア（得点）の増

加が見られます。また、日本人学生を英語圏を中心とした海外の協定校等へ

派遣することで学生の国際対話力の向上、異文化理解、更には、長期留学の

動機付けとなるよう「熊本大学海外語学セミナー」を毎年実施しております。セミ

ナーの参加者は当初の約５０人から約７０人に増加しており、過去１０年間では

約７００人の学生が参加しております。留学した学生達は、渡航先の外国人と

の交流を通じて自らの英語力を磨き、着実にコミュニケーション力を身に付けて

帰国しております。  

  

熊本大学の海外派遣留学生

数は２０人 前後 と少 ないよう

だ。留学しない要因を一つ一

つ分析し、留学したいと思っ

ている学生がすぐに留学でき

るような仕組みを構築し、少し

でもいいので増やしていって

ほしい。  

日本人学生の語学力の向上に関するご意見としてお答えいたします。本学で

は、平成１９年度から、日本人学生のための TOEFL 講座を開講し、コミュニケ

ーション能力を含めた語学力の向上を図っております。平成２３年度からは、受

講生に対する TOEFL 試験の受験を義務化した結果、試験スコア（得点）の増

加が見られます。また、日本人学生を英語圏を中心とした海外の協定校等へ

派遣することで学生の国際対話力の向上、異文化理解、更には、長期留学の

動機付けとなるよう「熊本大学海外語学セミナー」を毎年実施しております。セミ

ナーの参加者は当初の約５０人から約７０人に増加しており、過去１０年間では

約７００人の学生が参加しております。留学した学生達は、渡航先の外国人と

の交流を通じて自らの英語力を磨き、着実にコミュニケーション力を身に付けて

帰国しております。  

国際化について、活動を行う

ための資金を集めたいという

のはたくさんあるが、まず、資

金集めの枠組みを作 らない

と、いわゆるトップダウンの上

だけがやっている活動に終わ

ってしまう。  

我が国の財政状況が厳しい中、平成２２年度から文部科学省特別経費（国際

プロジェクト分）や競争的資金の間接経費等により、大学の国際的環境を整備

するとともに、各キャンパスや海外オフィスにおけるワンストップサービスを提供す

るなど、獲得した資金を最大限に活用して大学の国際化を推進しております。

平成２３年度からは、若手研究者が国際共同研究を実施するためのスタートア

ップ資金の予算措置や日本学術振興会の各種国際交流事業の採択増に向

けた学内でのセミナーを開催するなど、活動資金の底上げによる教育研究の一

層の活性化に向けた教職員への支援活動を展開しております。  

 海外 から留 学生 を呼ぶに

は、いかに魅力があるか、研

究レベルが高いか、ということ

をもっとＰＲしてはどうか。どう

発信するかもあるが、そういう

活動をひとつ入れたらどうか。  

本学では、大学の情報発信力及び国際競争力を一層向上させることを目的と

して、中国、韓国及び東南アジア等において「熊本大学フォーラム」を継続的に

開催しており、第１０回目のインドネシア・スラバヤでのフォーラムでは、東ジャワ

地域の５つの大学から約１，０００人の学生、研究者が参加したほか、地元メディ

アによる記者会見や新聞報道も行われました。本学が過去にフォーラムを開催

した国では、本学への留学生が中国が８年間で４割増（１５２人から２１３人）、イ

ンドネシアが５年間で４倍増（１１人から４４人）になるなど、確実にＰＲ効果が上

がっております。また、この他の取組としては、海外オフィスを拠点とした「留学フ
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ェア」、「協定校セミナー」を開催するなど、本学の優れた教育研究活動を積極

的に海外に発信することにより、更なる留学生の獲得増につなげております。  

  

（出典：熊本大学 Web ページ大学基本情報から一部抜粋）  

 

（水準）  

期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

 アドバイザリー委員会及び経営協議会等の提言を踏まえ、これらのフィードバックによ

り、第二期中期目標･中期計画に掲げた国際化の目標・計画を達成するため、改善に向けた

取組が適確に行われていると判断される。  

 

（3）分析項目Ⅲ 教育研究活動等についての情報が、適切に公表されることにより、説明

責任が果たされていること。（教育情報の公表）  

観点 3－1 目的（学士課程であれば学部、学科または課程ごと、大学院であれば研究科

または専攻等ごとを含む。）が適切に公表されるとともに、構成員（教職員及び学生）に

周知されているか。  

（観点に係る状況）  

 大学 Web ページにより、本学の国際交流･留学に関する情報を広く公表している。  

 

【国際交流】  

（1）日本人留学生のための情報  

◯交換留学制度 ◯派遣先（学生交流協定校）一覧   

◯短期海外研修プログラム  ◯交換留学 Q&A  

◯留学説明会「留学のススメ」  

（2）国際交流データ  

◯交流協定締結数  ◯外国人留学生在籍数  ◯海外派遣学生数  ◯研究者の派遣･受入 

◯海外研究機関との共同研究･連携   

（3）国際交流会館   

◯料金･入居の申請  ◯概要･建物の平面図   

◯国際交流会館敷地図 ◯国際交流会館への交通案内図   

（4）国際化推進機構  

◯国際化推進センター 

（5）「熊本大学フォーラム」   

◯第 10 回「熊本大学フォーラム」（スラバヤ）  

◯第９回「熊本大学フォーラム」（上海）  

◯第８回「熊本大学フォーラム」（ハノイ）  

◯第７回「熊本大学フォーラム」（熊本市）  

（6）海外オフィス   

◯韓国 KAIST オフィス  

◯国際産学連携サテライトオフィス   

◯インドネシア ITS オフィス  

◯大連オフィス  

（7）広報誌･刊行物 

◯国際化推進センターニュース「 Interface」（第１号～第 10 号） 

 

（水準）  
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期待される水準にある。  

 

（判断理由）  

 国内外の大学等との組織的･継続的な教育研究連携関係を構築している状況を踏まえて、

本学が積極的に自らの教育研究活動を発信することにより、本学の国際的な評価及び国際

競争力の向上に寄与している。  

 

観点 3－2 入学者受入方針、教育課程の編成･実施方針及び学位授与方針が適切に公表･

周知されているか。  

（観点に係る状況）  

大学 Web ページ（日本語版･多言語版）に外国人留学生のための情報を掲載するととも

に、小冊子を発行して、修学上、生活上の支援を行っている。  

  

（1）外国人留学生のための情報   

◯ 留学生特別教育プログラム  ◯英語授業での学位取得   

◯日韓共同理工系学部留学生事業  ◯国家公派研究生項目による留学生の受入れ   

◯日本語を学びたい方へ  ◯各種奨学金 ◯サポートシステム ◯住居の情報  

◯留学が決まった人へ ◯在留資格について  

（2）外国人研究者のための情報   

◯入国直後の手続き ◯滞在中の手続き･生活情報  ◯帰国前 ◯研究者用宿舎 

（3）国際交流助成制度   

◯国際関連の民間研究助成  

 

（水準） 

期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 外国人留学生及び外国人研究者に対して、本学の教育研究活動の規模や内容、水準等を

示す指標及び教育研究活動の取組状況を積極的に公表･発信することにより、内外の優秀

な学生･研究者の獲得に資している。  

 

観点 3－3 教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第 172 条に規定され

る事項を含む。）が公表されているか。  

（観点に係る状況）  

大学 Web ページ（日本語版）に以下の項目についての情報を掲載している。  

 

【教育活動の状況】 

（1）教育活動の規模  

◯修業年限期間に卒業する学生割合  ◯各授業の平均学生在籍数  ◯中途退学率 

◯資格取得状況 ◯卒業後の進路状況(進学率、就職率等） 

◯インターンシップ提供状況 (取り組み） 

（2）修得すべき知識･能力の明確化と、それを体系的に修得できる教育課程   

◯学位授与の方針･カリキュラム編成の方針  

（3）学位授与数 

（4）外国人教員数 

（5）研究成果に関する情報  

◯海外研究機関との共同研究･連携  

（6）教育外部資金の獲得状況  
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【国際化の状況】 

（1）教育の国際連携の状況  

◯協定を締結している海外の大学  ◯教員渡航数･研究者受入数  

◯海外学生派遣数  ◯外国人留学生数 

◯国内外の大学によるネットワークへの参加状況等  

･国際バイオエレクトリクスコンソーシアム   

（グローバル COE プログラム「衝撃エネルギー工学グローバル先導拠点」）  

（2）大学としての国際戦略 

（3）国際化推進体制（国際化推進機構）  

（4）留学生への対応 

◯学部入試スケジュールの概略（英語） 

◯入学後の生活に関すること（留学生の手引き等）（英語･日本語］ 

（5）英語による授業のみで学位取得可能なコース等  

（6）海外の OB 会等の設置に係る情報 

 

（水準） 

期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 外国人留学生･外国人研究者に対して、入口から出口までの各々の段階に応じた取組状

況について、きめ細かな情報提供を行うことにより、国際的な人材の環流に貢献している。  

 

（4）分析項目Ⅵ  教育研究組織及び教育課程に対応した施設･設備等が整備され、有効に

活用されていること。〈施設･設備〉  

 

観点 4－1 教育研究活動を展開する上で必要な施設･設備が整備され、有効に活用され

ているか。また、施設･設備における耐震化、バリアフリー化、安全･防犯面について、

それぞれ配慮がなされているか。  

（観点に係る状況）  

 国際化推進センターでは、現在、４つの日本語研修室（演習室）、日本語準備室の他に４

つの研究室を備えている。日本語研修室（演習室）には、語学学習に欠かせないビデオや

DVD 機器、電話及び情報コンセントを揃えている。また、衛星放送を含め、テレビ放送を

受信できる受像器も日本語研修室（演習室）に配置している。さらに、留学生同士あるい

は留学生及び日本人学生が交流を図る目的で「留学生交流室」を設けている。教室が不足

した場合には、全学教育棟の他の教室も使用できるよう準備している。全学教育棟は、エ

レベーター、スロープ、引き戸ドア等、全体としてバリアフリー化している。  

 

（水準） 

期待される水準を上回っている。 

 

（判断理由） 

 日本語研修室（演習室）、日本語準備室など教育のための施設･設備の他、センターで最

も広い３スパン分の面積を持つ留学生交流室が整備されていて、多くの学生が利用してい

ることから、これらの施設･設備が有効に活用されていると判断する。  

 

観点 4－2 教育研究活動を展開する上で必要な ICT 環境が整備され、有効に活用され

ているか。  
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（観点に係る状況）  

 国際化推進センターの日本語研修室（演習室）は、学内無線 LAN が利用可能であり、授

業で活用されている。また、 Web サーバーも３台設置されていることから、教員の教育研

究活動や日本語クラスの運用、学習や生活支援のために活用されている。  

 

（水準） 

期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 ICT 技術を活用したマルチメディア教育が可能であり、また、学生のニーズに合ったハ

ード及びソフトの整備などから、情報ネットワークが適切に整備され、有効に活用されて

いると判断する。 

 

観点 4－3 図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他の教育研究上必要

な資料が系統的に収集、整理されており、有効に活用されているか。  

（観点に係る状況）  

国際化推進センターには、非常勤講師の準備室を兼ねた図書室（日本語準備室）があり、

国際化推進センター及びその前身の留学生センター設立以前から収集されているものも含

め、日本語教育関係の教科書や視聴覚教材、関連専門分野の専門書や学術雑誌及び国内外

の教育機関から送付される紀要･報告書等を多数備えており、非常勤講師や学生の利用に

供している。さらに、新たに出版･刊行される図書等を調査して入手するよう努めている。 

 

（水準）  

期待される水準にある。 

 

（判断理由）  

 教育用必要な資料を継続的に入手･保管し、非常勤講師や学生の利用に供していること

から、有効に活用されていると判断する。  

 

観点 4－4 自主学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。  

（観点に係る状況）  

留学生交流室は、自習室としての機能のほか、留学生向け情報、留学を考えている日本

人学生向けの情報、留学生支援団体･ボランティア団体からのお知らせが掲示されており、

留学や国際交流に関する情報を集めるのにも最適な場所として利用されている。利用可能

時間は、平日朝８時 15 分から夕方 17 時までとしている。 

また、壁をガラス張りにして、出入口を階段近くに設置し、誰もが入りやすいオープン

な空間とするとともに、室内のレイアウトを工夫して限られた空間を有効に活用するなど、

留学生及び日本人学生の交流の場としての機能の充実を図っている。 

 

（水準） 

期待される水準にある。 

 

（判断理由） 

 留学生交流室の規模･設備は、壁をガラス張りにして室内の様子が分かりやすくするな

ど、安全面に配慮しており、また、利用時間についても留学生の母国と日本の時差を考慮

するなど、教育目標や学生支援等の観点から、有効･適切に活用されていると判断できる。 
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4．質の向上度の分析及び判定  

（１） 分析項目Ⅰ 管理運営体制及び事務組織が適切に整備され機能していること。  

 

「改善、向上している」  

 

 管理運営のための組織の規模は適切であり、国際化推進機構長（学長）のリーダーシッ

プの下、国際化推進機構会議により迅速な意思決定ができる体制を構築している。また、

国際化推進機構の副機構長（国際交流担当副学長）が、国際化推進機構会議の議長を務め

ることにより、運営会議を通じて、国際化のための諸戦略、施設の実施に向けた審議、決

定を迅速かつ円滑に行う体制を整備している。  

さらに、国際化推進センターの活動を支援する事務組織として、マーケティング推進部

国際戦略ユニットを設置し、教職協働による大学全体の国際的評価及び国際競争力向上の

ための戦略的取組を展開している。  

 

（２） 分析項目Ⅱ 活動の総合的な状況に関する自己点検･評価が実施されているととも

に、継続的に改善するための体制が整備され、機能していること。  

 

「改善、向上している」  

 

 国際化推進機構規則第 19 条に定める外部委員会として、3 年に一度、国際化推進機構ア

ドバイザリー委員会を開催することとしている。その中で、国際化推進機構の中核組織と

なる国際化推進センターが大学の国際化を推進するために行う活動と、全学的に国際化推

進に取り組む組織体としての国際化推進機構の管理･運営の二つの観点から、助言･提言を

受ける体制を構築している。  

国際化推進機構アドバイザリー委員会は、第１回目が平成 24 年３月 30 日に開催され、

外部委員を中心としたメンバーから様々な意見･提案が出された。  

また、本学では、経営協議会においても、大学の国際化推進に関して報告を行うととも

に委員の助言を得ているが、本評価期間中では、平成 26 年３月 13 日開催の経営協議会に

おいて、特に国際化推進の取組に焦点を当てた最新の状況報告と議論を行った。  

 

（３） 分析項目Ⅲ 教育研究活動等についての情報が、適切に公表されることにより、説

明責任が果たされていること。（教育情報の公表）  

 

「改善、向上している」  

 

 国際的な活動に重点を置く大学として、本学は情報発信に当たり、大学全体の情報に加

えて、学問･研究分野毎の情報も併せて公表するとともに、これらの情報をできる限り英語

を含む外国語で公表･発信することにしており、こうした情報が海外の大学を含む他大学

と比較して本学がどのような特徴や強みを有しているかなどを分かりやすく説明すること

を可能にしている。 

 

（４） 分析項目Ⅳ 教育研究組織及び教育課程に対応した施設･設備等が整備され、有効

に活用されていること。（施設･設備）  

 

「改善、向上している」  

 

 国際化推進機構の中核組織となる国際化推進センターの交流室、コンピュータ室、視聴

覚学習室、図書室（日本語準備室）は、国際化推進センターの目的に沿って、学習･交流支
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援のため有効に利用されている。また、図書室（日本語準備室）は、教育研究上必要な資

料を継続的に入手･保管し、随時閲覧可能な状態になっている。  
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